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は

じ

め

一
五
六
六
)
、
赴
燕
使
と
し
て
北
京
を
訪
れ
た
手
根
室
町
(
一
五
三
七
l
一
六
一
六
)
が
陸
光
租
(
一

五
二
一

l

一
五
九
七
)
と
交
わ
し
た
朱
陸
論
を
め
ぐ
る
問
答
を
中
心
に
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

中
園
近
世
に
お
い
て
も
朝
鮮
近
世
に
お
い
て
も
、
朱
子
息
十
は
正
統
数
撃
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
て
い
た
。
た
だ
明
代
に
王
守
仁
に
よ
る
陽

本
稿
は
、
明
宗
二
十
一
年
(
嘉
靖
四
十
五
年
、

明
皐
が
登
場
す
る
と
、
陽
明
撃
の
先
縦
と
さ
れ
る
陸
九
淵
の
皐
問
と
と
も
に
、
明
代
後
宇
期
に
は
い
わ
ゆ
る
陸
王
皐
が
二
疋
の
流
行
を
示
す
こ

と
に
な
る
。
王
守
仁
の
門
人
や
後
墜
を
中
心
に
陽
明
皐
振
が
各
地
に
形
成
さ
れ
、
恐
ら
く
は
そ
う
し
た
存
在
を
支
持
母
樫
と
し
て
、
中
園
で
は

陸
九
淵
も
王
守
仁
も
丈
廟
(
孔
子
廟
)
従
把
を
果
た
し
て
い
る
(
陸
九
淵
は
嘉
靖
九
年
、

一
五
三
O
、
王
守
仁
は
高
暦
十
二
年
、

一
五
八
四
)
。
鉦
誌
師
、



そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
朱
子
撃
の
正
統
敬
皐
と
し
て
の
地
位
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
必
ず
し
も
朱
子
撃
的
慣
値
観
を
唯
一
の
絶
封
と
は

せ
ず
、

一
方
に
陸
王
随
一
子
の
盛
行
を
許
容
す
る
よ
う
な
思
想
的
土
壌
が
存
在
し
た
こ
と
も
ま
た
事
賓
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
封
し
て
朝
鮮
で
は
、
朱
子
撃
を
正
統
化
し
、
朱
子
撃
に
非
ざ
る
も
の
を
異
端
視
し
排
撃
す
る
程
度
が
、
中
国
以
上
に
苛
烈
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
朝
鮮
に
惇
来
し
た
陽
明
皐
が
、
中
園
に
お
け
る
場
合
の
よ
う
に
麿
範
に
受
容
さ
れ
多
く
の
信
奉
者
を
輩
出
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
事
賓
、
陸
九
淵
も
王
守
仁
も
朝
鮮
で
は
つ
い
に
丈
廟
従
杷
を
果
た
し
得
な
か
っ
た
事
賓
等
に
も
、
端
的
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
彼
此
の
思
想
界
の
情
況
の
相
違
を
反
映
し
て
か
、
赴
燕
使
(
燕
行
使
)
と
し
て
中
園
を
訪
れ
た
朝
鮮
人
士
が
中
圃
の
士
大
夫
と

朱
陸
・
朱
王
の
是
非
優
劣
を
め
ぐ
る
問
答
を
交
わ
し
、
そ
の
際
に
は
む
し
ろ
朝
鮮
側
の
人
士
が
朱
是
陸
非
・
朱
是
王
非
の
立
場
を
鮮
明
に
打
ち

出
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
事
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
す
根
書
と
陸
光
租
の
問
答
も
、
そ
の
よ
う
な
事
例
の
一
つ
で

あ
る
。弔

ア
根
書
は
朝
鮮
に
お
い
て
陸
九
淵
や
王
守
仁
の
丈
廟
従
記
の
可
否
が
議
論
さ
れ
た
際
、
そ
の
不
可
を
主
張
し
た
人
物
と
し
て
著
明
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
の
陸
光
組
と
の
朱
陸
を
め
ぐ
る
問
答
の
内
容
は
、
従
来
必
ず
し
も
注
目
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

一
方
、
陸
光
組
は
高
暦
年
聞
に
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吏
部
尚
書
に
ま
で
至
っ
た
人
物
で
あ
り
、
詮
政
の
刷
新
に
功
績
の
あ
っ
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
思
想
家
と
し
て
の
側
面
に

闘
し
て
は
従
来
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
が
矯
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

本
稿
は
弔
ア
根
書
と
陸
光
租
の
朱
陸
を
め
ぐ
る
問
答
を
中
心
に
考
察
し
、
雨
者
の
思
想
的
立
場
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ひ
い
て

は
そ
の
よ
う
な
異
同
を
生
じ
た
背
景
、
首
時
中
朝
の
思
想
界
を
と
り
ま
く
情
況
の
相
違
に
ま
で
論
及
し
た
い
と
考
え
る
。

な
お
本
稿
で
は
両
者
の
一
次
資
料
と
し
て
以
下
の
も
の
を
使
用
す
る
。

O
ヰ
ア
根
書
「
月
汀
集
」
正
集
七
巻
、
仁
租
二
十
五
年
(
一
六
四
七
)
肢
。
朝
天
録
、
附
銀
、
別
集
四
巻
、
英
雄
四
十
九
年
(
一
七
七
一
二
)
識
語
。

ソ
ウ
ル
大
島
T

校
套
章
閤
戴
本
、
影
印
標
貼
韓
園
丈
集
叢
刊
、
第
四
七
冊
所
収
。
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O
陸
光
組
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
九
巻
、
山
宗
顧
二
年
(
一
六
二
九
)
序
。
隼
経
閤
丈
庫
載
。
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陸
光
組
と
そ
の
思
想

(
l
)
 

陸
光
組
(
一
五
二
今
、
(
一
五
九
七
)
、
字
輿
縄
、
所
江
嘉
興
府
平
湖
牒
の
人
で
あ
る
。
嘉
靖
二
十
六
年
、
進
士
に
登
第
し
、
溶
牒
(
直
隷
大
名

府
)
知
牒
を
皮
切
り
に
官
途
に
つ
く
。
そ
の
後
、
南
京
曜
部
主
事
を
拝
命
す
る
が
、

一
旦
踊
郷
(
凶
籍
)
o

後
に
起
用
さ
れ
て
礎
部
嗣
祭
主
事

種
部
儀
制
郎
中
を
一
幣
任
す
る
。
首
時
櫨
部
尚
書
で
あ
っ
た
巌
前
(
嘉
靖
四
十
一
年
一
月
1

四
十
二
年
三
月
在
任
)
に
重
用
さ
れ
、
最
前
が
吏
部
向
主
回

(
四
十
二
年
三
月
l
四
十
四
年
四
月
在
任
)
に
蒋
ず
る
と
、
最
前
の
意
に
よ
っ
て
陸
光
租
も
吏
部
に
轄
任
し
、
験
封
・
考
功
・
丈
選
郎
中
を
歴
任

し
た
。そ

の
後
、
太
常
少
卿
に
縛
任
す
る
が
、
直
隷
監
察
御
史
孫
壬
揚
の
弾
劾
を
受
け
て
落
職
間
住
(
嘉
靖
四
十
四
年
)
、
数
年
聞
の
在
野
生
活
を
経
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た
後
、
隆
慶
六
年
、
南
京
太
僕
少
卿
に
起
用
さ
れ
る
。

以
下
、
南
京
太
常
寺
卿
(
高
出
二
年
)
、
南
京
大
理
卿
、
丁
父
憂
(
蔦
暦
三
年
)
、
南
京
大
理
卿
(
蔦
暦
五
年
)
、
工
部
右
侍
郎
、
回
籍
(
寓
暦
七

年
)
、
南
京
兵
部
右
侍
郎
、
吏
部
右
侍
郎
(
十
一
年
冬
)
、
南
京
工
部
尚
書
(
十
二
年
)
、
回
籍
(
十
一
二
年
)
、
南
京
刑
部
尚
書
(
十
五
年
)
、
南
京
吏

(
2
)
 

部
向
書
(
十
七
年
)
、
刑
部
向
書
(
十
八
年
五
月
)
、
吏
部
向
書
(
十
九
年
四
月
)
と
い
っ
た
経
歴
・
官
歴
を
た
ど
る
。

陸
光
租
の
官
歴
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
官
僚
と
し
て
の
陸
光
組
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
、

い
く
つ
か
の
黙
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
吏
部
向
書
巌
一
前
の
も
と
で
吏
部
郎
中
の
任
に
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
最
嵩
が
首
輔
(
主
席
内
閣
大
学
士
)
の
任
に
あ
っ
た
時
代
(
嘉
靖

二
十
七
年
十
月
l
四
十
一
年
五
月
)
、
巌
嵩
は
朝
廷
の
威
服
を
一
手
に
掌
握
し
、
言
路
は
塞
が
れ
、
京
官
・
外
官
の
遷
除
遷
擢
、
襲
封
贈
誼
の
遅
速

(
3
)
 

血
八
奪
も
全
て
が
賄
賂
の
多
寡
に
よ
っ
て
決
す
る
、
と
い
う
情
況
に
あ
っ
た
。
最
嵩
の
後
を
襲
っ
て
首
輔
と
な
っ
た
徐
階
(
嘉
靖
四
十
一
年
五
月
1

隆
慶
二
年
七
月
)
は
、
最
嵩
政
権
時
代
の
腐
敗
の
一
掃
、
と
り
わ
け
詮
政
の
刷
新
に
努
め
た
。
そ
し
て
首
輔
徐
階
の
も
と
で
詮
政
刷
新
に
大
い



に
霊
力
し
た
の
が
吏
部
詔
主
星
取
前
で
あ
り
、
そ
の
最
前
の
信
任
を
得
て
手
腕
を
存
分
に
護
揮
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
陸
光
雄
で
あ
っ
た
。
吏
部
向

書
最
前
、
吏
部
郎
中
陸
光
組
と
い
う
瞳
制
の
も
と
、
請
託
奔
競
の
風
を
是
正
し
、
有
能
者
に
封
し
て
は
破
格
の
擢
用
を
行
う
等
、
詮
政
は
一
新

(
4
)
 

し
た
と
さ
れ
る
。

次
は
張
居
正
と
の
闘
係
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
張
居
正
は
高
暦
初
年
の
十
年
間
(
隆
慶
六
年
六
月
1
寓
暦
十
年
六
月
)
、
首
輔
と
し
て
隷
腕
を
揮

ぃ
、
ま
た
高
暦
五
年
の
奪
情
事
件
で
は
大
い
に
物
議
を
醸
し
た
人
物
で
も
あ
る
。
陸
光
組
と
張
居
正
は
と
も
に
嘉
靖
二
十
六
年
進
士
で
あ
り
、

同
年
の
よ
し
み
も
あ
り
か
ね
て
眠
懇
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
張
居
正
は
陸
光
組
を
自
分
の
抵
下
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
陸
光
租
は
決
し
て

(
5
)
 

張
居
正
に
阿
訣
曲
従
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
奪
情
事
件
に
際
し
、
奪
情
を
諌
め
る
言
官
を
張
居
正
は
血
厳
し
く
庭
断
し
た
が
、
陸
光
租
は
張
居

(
6
)
 

正
に
封
し
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を
批
判
す
る
書
翰
を
迭
っ
た
と
い
う
。
賓
際
に
陸
光
租
が
張
居
正
に
回
籍
守
制
を
勧
め
た
書
翰
が
蔑
さ
れ
て
い

(
7
)
 

る。
最
後
に
晩
年
の
吏
部
尚
書
時
代
に
つ
い
て
。
吏
部
白
書
時
代
の
陸
光
租
は
、
と
り
わ
け
野
に
埋
も
れ
て
い
る
老
成
の
人
物
の
擢
用
に
意
を
用

い
た
。
今
後
の
自
身
の
勢
力
基
盤
を
強
化
す
る
矯
に
は
、
後
進
を
抜
擢
し
て
お
く
方
が
得
策
で
あ
ろ
う
が
、
陸
光
組
は
我
が
身
の
た
め
に
で
は

(
8
)
 

な
く
あ
く
ま
で
も
天
下
国
家
の
た
め
、
今
を
逃
せ
ば
活
用
す
る
機
舎
の
な
い
人
材
の
登
用
に
意
を
注
い
だ
の
だ
と
い
う
。
吏
部
白
書
と
し
て
の

(
9
)
 

こ
の
よ
う
な
態
度
か
ら
、
陸
光
姐
は
吏
部
中
興
の
士
と
の
許
債
を
得
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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2 

こ
の
よ
う
に
官
僚
と
し
て
は
明
代
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
陸
光
租
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

(
日
)

と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
唯
一
の
専
論
は
荒
木
見
悟
氏
の
「
併
敬
居
士
と
し
て
の
陸
光
租
」
で
あ
る
。
従
来
の
思
想
史
研

究
に
お
い
て
陸
光
組
が
必
ず
し
も
十
分
に
注
目
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
中
に
そ
の
思
想

467 

的
立
場
を
一
不
す
に
足
る
資
料
が
極
め
て
断
片
的
か
っ
稀
少
で
あ
る
、
と
い
う
資
料
上
の
制
約
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
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な
制
約
が
あ
る
中
で
、
荒
木
論
文
は

『
陸
荘
筒
公
遺
稿
」
の
精
査
は
言
、
つ
に
及
ば
ず
、
加
え
て
士
人
と
僧
侶
の
讐
方
を
含
む
同
時
代
人
の
別
集
、

併
救
資
料
等
も
丹
念
に
参
照
し
、
悌
数
居
士
と
し
て
の
陸
光
租
の
面
貌
を
的
確
明
断
に
描
き
出
し
て
お
り
、
こ
の
貼
に
関
し
て
は
筆
者
と
し
て

も
特
に
附
け
加
え
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
。
本
節
で
は
荒
木
論
文
に
よ
り
つ
つ
陸
光
組
の
偶
数
信
仰
に
筒
車
に
鯖
れ
、
次
節
に
お
い
て
、
荒

木
氏
が
必
ず
し
も
十
分
に
論
及
し
て
お
ら
れ
な
い
陸
光
組
と
陽
明
撃
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
欄
れ
た
い
と
思
う
。

「
陸
光
租
は
年
少
時
よ
り
備
典
に
沈
潜
し
て
そ
の
精
髄
を
睦
得
し
て
お
り
、
出
早
に
悌
典
の
知
識
を
話
柄
の
具
に
す
る
と
い
っ
た
世
間
の
連
中

(
日
)

と
は
全
く
異
質
で
あ
っ
た
。
」
と
は
、
曾
同
亨
の
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
陸
光
租
の
祖
先
に
は
家
屋
を
喜
拾
し
て
寺
を
建
て
た
人
物
が
複
数
存

(ロ)

在
し
、
そ
れ
ら
の
土
寸
は
子
孫
に
よ
っ
て
代
々
護
持
さ
れ
、
陸
光
租
の
代
に
至
る
ま
で
荒
廃
す
る
こ
と
な
く
存
績
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
陸
光

組
は
、
崇
仰
の
家
系
に
生
ま
れ
育
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。

陸
光
組
は
隆
慶
六
年
、
張
居
正
に
宛
て
た
書
翰
の
中
で
「
経
世
と
出
世
と
は
、
自
分
に
と
っ
て
は
二
大
事
業
で
あ
り
、
こ
の
二
大
事
業
を
と
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も
に
遂
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
分
の
誓
願
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
自
分
に
は
経
世
の
才
が
な
い
と
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に

(
日
)

比
し
て
出
世
の
念
は
、
老
い
て
徐
々
篤
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
翰
は
隆
慶
六
年
五
月
に
穆
宗
(
隆
慶
帝
)
が
崩
御
、

六
月
に
一
脚
宗
(
寓
暦
帝
)
が
登
極
し
、
高
扶
の
罷
克
に
伴
っ
て
首
輔
と
な
っ
た
ば
か
り
の
張
居
正
に
宛
て
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
書

の
遮
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
落
職
間
住
の
沙
汰
を
受
け
て
野
に
あ
っ
た
陸
光
組
を
南
京
太
僕
少
卿
に
起
用
し
た
の
も
、
恐
ら
く
は
張
居
正
の

(
は
)

推
奉
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
丈
脈
に
徴
す
れ
ば
、
「
経
世
の
才
な
く
、
出
世
の
念
益
々
篤
し
」
と
い
う
述
懐
に
は
、
自
分
は
首

(
日
)

輔
の
起
用
に
よ
く
陸
え
得
る
人
材
で
は
な
い
、
と
の
謙
辞
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
、
多
少
は
込
め
ら
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
同
様
の
述

懐
は
、
他
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
暦
元
年
、
陸
光
租
は
超
貞
吉
宛
の
書
翰
中
に
お
い
て
「
貴
兄
は
近
年
、
経
世
の
志
と
出
世
の
念
と
、
ど
ち
ら
が
切
賓
か
。
私
は
先
年
の
大

病
以
来
、
自
分
に
は
経
世
の
才
も
な
け
れ
ば
ま
た
そ
の
機
舎
も
な
い
と
感
じ
、
そ
の
志
も
衰
え
た
。
た
だ
出
世
の
一
念
の
み
は
極
め
て
篤
い
。

(
国
)

最
近
も
い
さ
さ
か
悟
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
た
だ
貴
兄
に
お
合
同
い
し
て
叱
正
を
請
え
ぬ
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。
」
と
遮
べ
て
い
る
。
超
貞
吉
は



隆
慶
四
年
十
一
月
に
致
仕
す
る
ま
で
一
年
徐
り
、
内
閣
大
皐
士
の
任
に
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
趨
貞
吉
も
偶
数
信
奉
者
と
し
て
著
名
な
人

(
口
)

物
で
あ
る
。
翌
高
暦
二
年
執
筆
の
圧
遁
昆
(
競
南
明
)
宛
書
翰
中
で
も
陸
光
租
は
、
「
貴
兄
と
出
世
の
縁
を
結
び
、
と
も
に
世
間
法
の
束
縛
を
克

(

刊

日

)

れ
た
い
も
の
」
と
の
希
望
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
曾
同
亨
宛
の
書
翰
で
は
、
悌
典
を
同
学
習
す
る
階
梯
を
懇
切
に
教
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
曾
同
亨
(
披
見
憂
)
の
郷
里
江
西
の

人
々
は
保
守
的
で
備
典
に
親
し
む
こ
と
に
釘
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
か
ら
、
私
の
言
葉
は
他
に
漏
ら
さ
ぬ
よ
う
に
、
と
附
言
し
て
い
る
貼
も
興

(
叩
)

味
深
い
。

以
上
は

『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
所
政
資
料
に
よ
る
素
描
で
あ
る
が
、
陸
光
租
の
名
は
偶
数
側
の
資
料
に
も
頻
出
す
る
。

陸
光
組
は
高
暦
三
高
僧
の
惑
山
徳
清
(
一
五
四
六
1
一
六
二
三
)
、
紫
柏
達
観
(
一
五
四
三
l
一六
O
三
)
、
雲
棲
株
宏
(
一
五
三
五
l
一
六
一
五
)

の
い
ず
れ
と
も
交
流
が
有
っ
た
。
思
山
徳
清
は
吏
部
向
童
日
時
代
の
陸
光
組
に
書
翰
を
迭
り
、
陸
光
組
が
大
官
の
身
で
数
十
年
来
、
法
門
護
持
に

(
釦
)

圭
出
力
し
て
き
た
こ
と
に
封
す
る
謝
意
を
表
明
し
て
い
る
。
紫
柏
達
観
と
そ
の
門
人
密
報
道
聞
が
寓
暦
十
七
年
、
方
加
大
戴
経
の
刊
刻
を
企
園
し

(
況
)

て
天
下
に
接
金
を
募
っ
た
際
、
陸
光
組
も
唱
這
者
の
一
人
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。

陸
光
組
は
晩
年
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
浄
土
門
に
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
昔
時
そ
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
雲
棲
株
宏
の
も
と
に
は
多

(
お
)

く
の
士
大
夫
が
蹄
依
し
た
が
、
陸
光
租
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
雲
棲
株
宏
の
門
人
贋
環
荘
居
士
が
編
纂
し
た
『
崎
市
土
資
糧
全
集
」
に
序
文
を

(
出
)

寄
せ
た
の
は
、
最
晩
年
に
近
い
寓
暦
二
十
三
年
(
七
十
五
歳
)
で
あ
る
(
陸
光
租
は
高
暦
二
十
五
年
、
七
十
七
歳
で
浸
す
る
)
。
な
お
同
序
文
中
で
陸

光
租
が
、
禅
門
を
浄
土
門
よ
り
も
高
級
で
あ
る
と
見
な
す
世
の
風
潮
に
鰯
れ
て
こ
れ
を
批
判
し
、
雲
棲
株
宏
に
よ
る
浄
土
門
宣
揚
の
功
績
を
稽

(
お
)

え
て
い
る
貼
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
陸
光
雄
は
最
晩
年
に
至
る
ま
で
悌
教
を
篤
く
信
奉
し
績
け
た
人
物
で
あ
っ
た
。
湛
然
固
澄
(
一
五
六
一

l
一
六
二
六
)
は
、
陸
光

(
お
)

租
の
郷
里
で
あ
る
斯
江
一
帯
の
備
法
が
あ
ま
ね
く
陸
光
組
の
庇
護
を
蒙
っ
た
こ
と
を
特
に
書
き
留
め
て
い
る
。
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こ
の
節
で
は
陸
光
組
と
陽
明
墜
の
闘
わ
り
に
つ
い
て
遮
ベ
る
。
陸
光
租
が
隆
慶
六
年
、
南
京
太
僕
少
卿
に
起
用
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

(

幻

)

(

お

)

南
京
太
僕
土
寸
の
街
門
は
絵
州
に
あ
っ
た
。
陸
光
組
が
賓
際
に
絵
州
に
赴
任
し
た
の
は
高
暦
元
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
南
京
太
僕
少

(
m
m
)
 

卿
と
は
奇
し
く
も
六
十
年
前
に
王
守
仁
が
奔
命
赴
任
し
た
ポ
ス
ト
で
も
あ
り
、
総
州
は
王
守
仁
ゆ
か
り
の
地
で
あ
っ
た
。

最
近
、
龍
諮
老
先
生
(
王
畿
)
か
ら
書
翰
を
頂
戴
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
徐
々
員
率
誠
賓
で
あ
っ
て
、
白
己
の
立
場
を
輯
晦
し
が
ち
で
あ
っ

そ
な
た

た
以
前
の
短
所
も
、
今
は
す
っ
か
り
ぬ
ぐ
い
去
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
お
作
り
に
な
っ
た
「
惜
陰
斎
詩
」
と
そ
の
序
文
は
、
弟
も
既
に

見
た
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
詩
の
脚
韻
に
和
し
た
拙
作
を
書
き
寓
し
て
同
封
す
る
の
で
、

一
覧
さ
れ
た
い
。
龍
諮
老
は
員
に
這
を
瞳
得
し
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
徐
人
の
及
ぶ
所
で
は
な
い
。
た
だ
世
人
は
、
必
ず
し
も
先
生
の
異
債
を
知
り
得
て
い
な
い
の
だ
。
先
生
と
の
一
別
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以
来
、
先
生
を
敬
仰
す
る
気
持
ち
は
日
々
に
募
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
総
州
は
他
で
も
な
い
、
か
の
陽
明
先
生
(
主
守
仁
)
が
最
初
に

議
事
さ
れ
た
地
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
嗣
堂
も
現
存
す
る
。
今
、
漸
蓄
公
(
李
世
達
)
と
は
か
り
、
龍
諮
老
先
生
に
懇
請
し
て
総
州
に
お

越
し
い
た
だ
き
、
大
い
に
椴
州
の
人
士
を
興
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。
果
た
し
て
賓
際
に
来
て
頂
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

(
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
五
お
「
輿
四
弟
家
主
H
」
)

」
れ
は
陸
光
組
が
末
弟
陸
光
宅
(
字
輿
中
、
披
芸
塁
、

一
五
三
五
l

一
五
八
O
)
に
宛
て
た
書
翰
で
あ
る
。
丈
中
に
は
陸
光
租
の
王
畿
に
封
す
る

並
々
な
ら
ぬ
傾
倒
敬
仰
ぶ
り
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
陸
光
姐
が
王
畿
と
い
っ
頃
か
ら
交
流
を
始
め
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。
但
し
、
生
来
放
縦
不
罵

で
あ
っ
て
弟
光
宅
の
将
来
を
憂
え
た
陸
光
租
が
光
宅
を
伴
っ
て
王
畿
を
訪
れ
、
そ
の
敬
導
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
、
王
畿
の
教
導
に
よ
っ
て
光

宅
は
面
目
を
一
新
し
、
そ
の
後
は
王
畿
に
師
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
陸
光
宅
は
郷
里
の
平
湖
豚
(
嘉
興
府
)
に
天
心

(
む
)

精
舎
・
隼
師
閣
を
建
て
て
四
方
の
同
志
を
集
め
、
王
畿
を
招
い
て
撃
を
講
じ
た
こ
と
、
こ
の
天
心
精
舎
に
お
け
る
講
撃
が
隆
慶
元
年
に
開
催
さ

(
泣
)

れ
て
い
る
こ
と
、
等
か
ら
考
え
て
、
陸
光
租
と
王
畿
の
交
流
も
少
な
く
と
も
隆
慶
元
年
以
前
に
湖
る
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。



(
お
)

は
、
首
時
南
京
太
僕
卿
の
任
に
あ
っ
た
。
因
み
に
昔
時
の
陸
光
租
は
、
総

州
が
幽
玄
関
暇
の
地
で
あ
り
、
か
つ
直
属
の
上
司
が
李
世
達
で
あ
る
こ
と
を
、
自
分
に
と
っ
て
の
二
大
快
事
で
あ
る
と
述
懐
し
て
い
る
。

陸
光
組
と
と
も
に
王
畿
の
招
鴨
を
企
重
し
た
李
世
達
(
競
漸
蓄
)

」
の
時
の
王
畿
の
招
聴
は
陸
光
租
や
李
世
達
の
希
望
通
り
、
賓
現
し
た
。

粛
甫
章
縫
集
此
嗣

儒
者
達
は
最
か
に
こ
の
嗣
に
集
う

巌
巌
維
石
動
吾
思

積
み
重
ね
ら
れ
た
石
を
仰
ぎ
見
る
よ
う
に
私
は
先
師
に
思
い
を
は
せ
る

従
官
奮
署
嵯
生
晩

奇
し
く
も
先
師
の
奮
署
に
赴
任
し
、
生
ま
れ
る
の
が
晩
す
ぎ
た
こ
と
を
嘆
く

柾
駕
高
賢
喜
及
期

し
か
し
賢
者
の
来
訪
を
得
て
、
そ
れ
に
間
に
あ
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ(

『
陸
荘
筒
公
遺
稿
」
巻
九
州
切
「
和
王
龍
絡
先
生
韻
」
目
頭
)

第
四
句
の
「
柾
駕
高
賢
」
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
王
畿
の
来
訪
を
指
す
。
ま
た
こ
の
詩
に
附
さ
れ
た
「
附
王
龍
蕗
原
信
」
の
冒
頭
に
も
「
鵜
香
此
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日
拝
新
嗣
」
の
句
が
あ
り
、
王
畿
が
絵
州
を
訪
れ
て
王
守
仁
の
嗣
堂
に
拝
謁
し
た
こ
と
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
寓
暦
元
年
に
お
け
る
王
畿
の
絵
州

(
部
)

訪
問
は
、
王
畿
側
の
資
料
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
訂
)

な
お
王
畿
か
ら
迭
付
さ
れ
た
と
い
う
「
惜
陰
斎
詩
」
は
、
王
畿
の
文
集
中
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
和
し
た
陸
光
租
の
詩
が

「
寄
題
王
龍
諮
惜
陰
粛
用
陶
韻
」
(
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
九
必
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
詩
に
附
さ
れ
た
識
語
の
一
部
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

王
龍
籍
先
生
は
陶
淵
明
の
詩
中
に
あ
る
「
惜
陰
」
の
文
字
を
取
っ
て
そ
の
書
斎
に
名
付
け
、

そ
の
趣
旨
を
述
べ
て
記
し
た
も
の
を
書
き
寓

し
て
総
州
の
私
の
も
と
に
迭
っ
て
寄
こ
さ
れ
た
。
:
:
:
そ
こ
で
私
も
陶
淵
明
詩
の
韻
を
用
い
て
先
生
の
「
惜
陰
粛
詩
」
の
題
に
寄
せ
る
と

と
も
に
、
先
生
の
詩
を
徐
州
の
陽
明
嗣
堂
に
刻
ん
だ
の
で
あ
る
。
思
う
に
陽
明
先
生
は
龍
場
か
ら
戻
ら
れ
て
講
皐
活
動
を
始
め
ら
れ
た
、

そ
の
最
初
の
地
が
他
な
ら
ぬ
こ
の
総
州
な
の
で
あ
る
。
時
に
先
生
は
南
京
太
僕
少
卿
で
あ
っ
た
。
陽
明
先
生
の
皐
聞
は
、
龍
諮
が
そ
の
畳
一

を
得
て
お
り
、
皐
ぶ
者
は
お
二
人
を
「
雨
王
先
生
」
と
稿
し
て
い
る
。
私
は
不
肯
の
身
で
陽
明
先
生
と
同
じ
官
職
を
拝
命
し
、
さ
ら
に
は
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か
た
じ
け
な
く
も
龍
籍
先
生
は
私
を
軽
ん
ず
る
こ
と
も
な
く
、
道
に
お
い
て
心
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
事



472 

(
お
)

柄
を
惇
え
て
徐
州
の
人
士
に
告
げ
る
こ
と
と
す
る
。

王
守
仁
は
正
徳
元
年
、
官
官
劉
理
の
怒
り
に
鯛
れ
て
貴
州
龍
場
騨
丞
へ
の
左
遷
庭
分
を
受
け
、
同
三
年
、
龍
場
に
赴
任
、
そ
の
後
許
さ
れ
て
麗

陵
牒
知
牒
、
南
京
刑
部
主
事
(
と
も
に
五
年
)
、
吏
部
主
事
、
吏
部
員
外
郎
(
と
も
に
六
年
)
、
吏
部
郎
中
(
七
年
)
を
歴
任
、
七
年
十
二
月
に
南

(
鈎
)

京
太
僕
少
卿
を
拝
命
、
八
年
十
月
に
絵
州
に
赴
任
し
た
。
除
州
は
景
勝
の
地
で
あ
り
南
京
太
僕
少
卿
の
務
め
も
閑
暇
に
恵
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
た
め
、
王
守
仁
は
諸
生
と
迫
逼
し
か
っ
答
問
す
る
と
い
う
日
々
を
過
ご
し
、
王
守
仁
の
門
人
が
増
え
始
め
た
の
も
こ
の
総
州
時
代
か
ら
で
あ

(
削
)

っ
た
と
い
う
。

因
み
に
陸
光
組
は
同
じ
く
高
暦
元
年
、
徐
州
陽
明
書
院
の
修
復
に
も
圭
出
力
し
て
る
。
書
院
の
荒
廃
ぶ
り
を
憂
慮
し
た
陸
光
祖
は
、
時
に
漸
江

巡
按
御
史
で
あ
り
南
直
提
督
皐
政
を
乗
務
し
て
い
た
謝
廷
傑
と
書
院
修
復
を
協
議
、
謝
廷
傑
は
官
費
を
割
い
て
田
五
十
畝
を
工
面
し
、
そ
こ
か

(
引
)

ら
上
が
る
牧
盆
を
書
院
修
復
の
基
金
と
し
た
。
陸
光
組
は
さ
ら
に
王
敬
所
に
も
同
事
業
へ
の
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。
謝
廷
傑
は
前
年
の
隆
慶

(
必
)

六
年
、
『
王
丈
成
公
全
書
』
を
刊
行
し
た
人
物
で
あ
り
、
高
暦
元
年
五
月
に
は
王
守
仁
の
丈
廟
従
杷
を
請
願
す
る
上
疏
を
行
っ
て
い
る
。
『
王
丈

(
必
)

成
公
全
書
」
刊
行
も
、
王
守
仁
丈
廟
従
記
賓
現
に
向
け
て
の
一
布
石
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
叫
)

王
畿
と
陸
光
租
は
高
暦
八
年
(
庚
辰
)
に
も
封
面
し
、
問
答
を
交
わ
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
問
答
に
お
い
て
陸
光
組
は
、
生
死
の
理
を
了
解

円
U

し
大
超
脱
を
得
る
た
め
に
は
、
致
良
知
に
よ
る
の
で
は
な
く
公
案
の
参
究
(
「
看
話
頭
」
)
に
こ
そ
よ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
王
畿
に
迫
っ
た
。
こ

れ
に
封
し
て
王
畿
は
、
致
良
知
を
捨
て
お
い
て
公
案
の
参
究
に
取
り
組
め
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
良
知
に
封
す
る
信
が
未
だ
確
立
し
て
い
な

い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
、
貴
公
に
は
儒
よ
り
も
む
し
ろ
備
に
重
き
を
置
く
傾
向
が
あ
る
が
、
貴
公
も
儒
者
で
あ
る
以
上
、
良
知
の
宗
旨
を
究
め

(
必
)

る
こ
と
を
こ
そ
心
が
け
る
べ
き
だ
、
と
反
論
し
て
い
る
。
晩
年
に
さ
し
か
か
っ
た
陸
光
祖
が
、
王
守
仁
や
王
畿
に
封
す
る
敬
仰
の
念
を
抱
き
つ

つ
も
、
盆
々
悌
随
一
子
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
っ
た
情
況
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。



ヰ
ア
根
毒
と
そ
の
思
想

ず
根
書
(
一
五
三
七
l
一
六
一
六
)
、
字
は
子
園
、
競
は
月
汀
、
本
貫
は
慶
尚
道
善
山
府
海
平
豚
で
あ
る
。
明
宗
十
三
年
(
嘉
靖
三
十
七
、

五

五
八
、
二
十
二
歳
)
の
丈
科
登
第
。
成
均
館
大
司
成
(
正
三
品
、
一
一
干
六
歳
)
、
吏
曹
参
判
(
従
二
品
、
四
十
七
歳
)
、
躍
曹
判
書
(
正
二
品
、
五
十
四

歳
)
等
を
経
て
、
議
政
府
左
賛
成
(
従
会
品
、
五
十
九
歳
)
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
因
み
に
す
根
書
の
兄
す
斗
書
(
一
五
一
二
三
l
一六
O
一
、
字
子

仰
、
競
梧
陰
)
も
議
政
府
領
議
政
(
正
一
品
)
に
ま
で
至
っ
た
大
官
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
す
斗
書
の
五
世
の
子
孫
に
、
初
期
江
華
撃
抵
の
一
員
で

あ
り
童
日
童
家
と
し
て
も
著
名
な
す
淳
(
一
六
八
O
l
一
七
四
一
)
を
輩
出
し
て
い
る
。

廟
従
杷
議
」
を
奉
っ
て
陸
九
淵
や
王
守
仁
の
丈
廟
従
杷
に
断
固
反
封
し
た
こ
と
、

で
あ
る
。
後
者
は
予
根
書
の
思
想
的
立
場
と
密
接
に
闘
わ
る

ヰ
ア
根
幸
町
に
闘
す
る
事
績
の
う
ち
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
は
、
(
一
)
生
涯
に
四
度
、
赴
燕
使
と
し
て
中
国
に
赴
い
て
い
る
こ
と
、
つ
ヨ
「
丈

問
題
で
あ
り
、
次
節
で
鯛
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
節
で
は
前
者
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。

因
み
に
手
根
喜
一
一
吋
は
曜
に
習
熟
し
、
か
つ
中
園
語
に
も
堪
能
で
あ
っ
た
た
め
、
中
園
か
ら
の
使
者
が
朝
鮮
を
訪
れ
た
際
、
し
ば
し
ば
そ
の
鷹
封

(
釘
)

を
任
さ
れ
た
と
い
う
。
通
語
を
介
す
る
こ
と
な
く
中
園
人
と
中
国
語
で
曾
話
を
交
わ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
白
身
も
し
ば
し
ば
述
懐
し
て
い

(
必
)

る
。
ヰ
ア
根
書
が
生
涯
に
四
度
も
燕
行
使
の
選
に
嘗
た
っ
た
背
景
に
は
、
そ
の
語
皐
力
を
含
め
た
交
渉
能
力
に
封
す
る
高
い
許
慣
が
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

以
下
、
す
根
書
の
四
度
の
赴
燕
に
つ
い
て
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。
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一
五
六
六
、
三
十
歳
)
聖
節
使
、
書
賦
官
。

ヰ
ア
根
需
が
同
年
、
書
拭
官
と
し
て
赴
燕
し
た
こ
と
、
時
の
正
使
が
朴
啓
賢
(
潅
国
)
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
自
身
の
述
懐
に
よ
っ
て
確
認
を
と

(
1
)
明
宗
二
十
一
年
丙
寅
(
嘉
靖
四
十
五
、
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(ω) 

る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
節
使
と
は
天
子
の
生
日
(
聖
節
)
を
覗
賀
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
抵
遣
さ
れ
る
使
節
で
あ
り
、
世
宗
嘉
靖
帝
の
生
日

(
日
)

は
八
月
十
日
で
あ
る
。
正
使
朴
啓
賢
ら
の
蹄
朝
は
同
年
十
月
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

な
お
す
根
書
が
陸
光
租
と
封
面
し
て
朱
陸
の
異
同
を
め
ぐ
る
問
答
を
交
わ
す
の
は
、
こ
の
赴
燕
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
鈷
に
つ
い
て
は

章
を
改
め
て
絹
れ
る
。

(
2
)
官
一
組
六
年
発
酉
(
蔦
暦
一
川
年
、

一
五
七
三
、
三
十
七
歳
)
奏
請
使
、
副
使
。

(
日
)

正
使
李
後
白
、
副
使
す
根
書
、
書
朕
官
は
ず
卓
然
で
あ
る
。
一
行
の
奏
請
の
目
的
は
、
組
宗
の
出
白
系
譜
に
ま
つ
わ
る
誼
妄
を
訂
正
す
る
こ

(
立
)

と
に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
言
う
祖
宗
の
系
譜
に
ま
つ
わ
る
誼
妄
と
は
、
太
租
李
成
桂
は
李
仁
任
の
子
で
あ
り
、
そ
の
李
仁
任
は
高
麗
王
氏
を
拭
逆

し
た
、
と
の
内
容
が
明
の
太
組
朱
元
産
の
組
訓
(
『
皇
明
祖
訓
』
)
中
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
そ
の
内
容
が
『
大
明
曾
典
」
中
に
も
記
載
さ

(
m
m
)
 

れ
て
い
る
、
と
い
う
事
貰
を
指
し
て
い
る
。

一
三
九
四
)
に
は
朝
鮮
側
の
知
る
所
と
な
り
、
太

(
日
)

租
李
成
桂
自
身
、
そ
の
事
賓
誤
認
た
る
こ
と
を
訴
え
た
奏
本
を
撰
述
し
、
同
町
因
す
る
欽
差
内
使
黄
、
水
奇
に
託
し
た
。
さ
ら
に
太
宗
は
、
朱
元
理

李
成
桂
を
李
仁
任
の
子
と
す
る
中
園
側
の
誤
認
は
、

つ
と
に
太
租
三
年
(
洪
武
二
十
七
年
、

つム

の
租
訓
中
に
上
記
誤
謬
が
な
お
踏
襲
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
及
び
、
太
宗
三
年
(
、
水
梁
元
年
、

(
日
)

系
器
開
明
奏
本
」
を
託
し
、
記
録
の
改
正
を
奏
請
し
て
い
る
。

一四
O
三
)
、
謝
思
使
の
一
行
に
「
宗

そ
の
後
、
正
徳
年
間
、
嘉
靖
年
聞
に
も
朝
鮮
側
か
ら
改
正
の
申
し
入
れ
が
属
さ
れ
、
そ
の
つ
ど
中
国
側
は
こ
の
申
し
入
れ
を
嘉
納
し
た
模
様

で
あ
る
。
特
に
中
固
に
『
大
明
合
典
』
重
修
改
訂
の
計
書
一
が
あ
る
と
の
情
報
を
得
る
と
、
朝
鮮
側
は

(
お
)

重
ね
て
申
し
入
れ
て
い
る
。

『A
官
典
』
に
お
け
る
記
載
内
容
の
改
正
を

従
っ
て
今
回
の
李
後
白
ら
の
奏
請
に
あ
っ
て
も
、
宗
系
・
試
逆
に
関
す
る
中
国
側
の
事
貰
誤
認
の
訂
正
と
い
う
問
題
白
樫
は
、
す
で
に
ひ
と

ま
ず
解
決
済
み
の
こ
と
と
し
た
上
で
、
そ
れ
を
績
修
中
の

「
大
明
曾
典
』
中
に
明
記
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
最
大
の
目
的
で
あ
っ
た
。
蹄
朝
し

た
李
後
白
ら
が
も
た
ら
し
た
瞳
部
向
書
陸
樹
整
ら
の
覆
題
の
内
容
は
、
①
李
成
桂
は
李
仁
任
の
子
で
は
な
い
こ
と
、
②
李
成
桂
は
推
戴
さ
れ
て



朝
鮮
園
王
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
高
麗
圃
王
拭
逆
に
は
閲
奥
し
て
な
い
こ
と
、
③
組
訓
の
記
速
は
一
時
の
惇
聞
に
も
と
づ
く
も
の
に
過
ぎ
な
い

こ
と
、
等
を
認
め
た
上
で
、
④
朝
鮮
側
か
ら
こ
れ
ま
で
に
話
さ
れ
た
静
明
の
内
容
を
『
世
宗
賓
録
』
中
に
記
載
し
、
⑤
績
修
中
の

(
貯
)

も
こ
の
件
に
関
す
る
記
述
を
増
入
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
容
に
徴
す
れ
ば
、
李
後
白
ら
の
奏
請
の
目
的
は
お
お
む
ね
達
せ
ら

『
合
国
血
八
」
に

れ
た
と
許
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
宣
組
二
十
二
年
己
丑
(
高
暦
十
七
年
、

一
五
八
九
、
五
十
三
歳
)
聖
節
使
粂
奏
請
使
、
正
使
。

赴
燕
の
目
的
は
、
紳
宗
の
聖
節
(
八
月
十
七
H
)
を
祝
賀
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
重
修
成
っ
た

「
大
明
舎
典
』
、

い
わ
ゆ
る

「
高
暦
曾
典
』

の

下
賜
を
得
て
こ
れ
を
朝
鮮
に
持
ち
踊
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
『
寓
暦
舎
典
』
は
寓
暦
十
五
年
(
宣
租
二
十
年
、

(
お
)

六
月
に
は
天
下
に
頒
布
す
べ
く
曜
部
に
そ
の
刊
刻
が
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
『
合
同
典
』
の
下
賜
を
奏
請
す
る
の
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
宗

一
五
八
七
)

一
月
に
完
成
し
、
同
年

系
・
拭
逆
に
係
る
誼
妄
の
訂
正
が
重
修
『
合
国
典
』
中
に
お
い
て
確
か
に
矯
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
以
て
租
宗
以
来
の
寛
罪
を
晴
ら
し
恥

辱
を
雪
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
の
度
の
奏
請
に
封
し
て
、
一
利
宗
は
特
に
内
閣
恥
史
に
掲
載
さ
れ
た
朝
鮮
固
世
系
の
正
本
を
示
す
と
と
も
に
『
高
暦
曾
典
」
全
冊
を
朝
鮮
に

(
m
w
)
 

下
賜
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
朝
鮮
は
組
宗
二
百
年
来
の
汚
辱
を
雪
ぐ
こ
と
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
奏
請
正
使
す
根
需
の
堂
々
と
し
た

(ω) 

麿
封
ぶ
り
に
因
る
所
が
大
き
か
っ
た
と
い
う
。
な
お
『
高
暦
A
胃
血
ハ
』
で
は
く
だ
ん
の
「
組
訓
」
掲
載
係
下
に
改
正
の
経
緯
及
び
李
成
桂
の
正
し

(
日
)

い
世
系
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)

因
み
に
こ
の
年
の
赴
燕
に
際
し
て
執
筆
さ
れ
た
燕
行
録
で
あ
る
「
朝
天
録
」
が
『
月
汀
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
ま
た

「
燕
行
録

全
集
』
(
林
基
中
編
、
全
一

O
O
冊
、
東
園
大
向
学
校
山
山
版
部
)
第
四
冊
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
官
一
組
二
十
七
年
甲
午
(
寓
暦
二
十
二
年
、

一
五
九
四
、
五
十
八
歳
)
奏
請
使
、
正
使
。

(
m
m
)
 

正
使
手
根
喜
一
一
吋
、
副
使
崖
宣
、
書
状
官
申
欽
、
奏
請
の
目
的
は
兵
糧
の
支
援
と
王
世
子
の
冊
封
で
あ
っ
た
。
昔
時
は
壬
辰
倭
乱
(
官
租
二
十
五
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年
壬
辰
、
高
暦
二
十
年
、
文
称
元
年
、

一
五
九
二
)
か
ら
丁
西
再
乱
(
宣
祖
一
二
十
年
丁
西
、
高
暦
二
十
五
年
、
慶
長
二
年
、

一
五
九
七
)
に
至
る
兵
輔
の
た



476 

だ
中
に
あ
っ
た
。
兵
糧
の
依
頼
は
、
も
と
よ
り
倭
乱
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。

ま
た
王
世
子
冊
封
の
奏
請
と
は
、
既
に
朝
鮮
園
内
に
あ
っ
て
は
王
世
子
と
し
て
冊
立
さ
れ
て
い
る
光
海
君
に
封
し
て
、
中
固
か
ら
正
式
の
冊

(
削
)

封
を
賜
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
宣
組
二
十
五
年
、
官
一
租
は
次
子
光
海
君
理
を
王
世
子
に
冊
立
し
て
い
る
。

(

山

山

)

再
ア
根
書
の
蹄
朝
は
翌
宣
組
二
十
八
年
三
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
同
一
月
、
弔
ア
根
害
か
ら
冊
封
の
奏
請
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
旨
の

(

以

山

)

書
肢
が
朝
鮮
側
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
光
海
君
の
王
世
子
冊
封
奏
請
は
そ
の
後
も
繰
り
返
し
篇
さ
れ
る
が
、
つ
い
に
は
中
園
皇
帝
の
裁
可
を

(
訂
)

得
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
明
側
が
一
貫
し
て
奏
請
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
長
子
臨
海
君
理
を
さ
し
お
い
て
次
子
光
海
君
揮
を
王
世
子
に
冊

(
侃
)

封
す
る
こ
と
は
長
幼
の
序
を
乱
し
曜
に
も
と
る
事
柄
で
あ
る
、
と
の
理
由
に
よ
る
。

(ω) 

結
局
宣
組
の
崩
御
に
伴
っ
て
光
海
君
が
即
位
し
(
宣
組
四
十
一
年
リ
光
海
君
即
年
l
蔦
暦
三
十
六
年
二
月
)
、
明
側
は
同
年
十
一
月
に
な
っ
て
光
海

(
叩
)

君
を
朝
鮮
圃
王
に
冊
封
し
て
い
る
。

な
お
昔
時
、
賓
は
中
園
に
お
い
て
も
立
太
子
問
題
は
固
論
を
揺
る
が
す
一
大
懸
案
事
項
で
あ
っ
た
。
一
珊
宗
に
は
恭
妃
王
氏
の
産
ん
だ
皇
長
子

114 

常
洛
(
蔦
暦
十
年
八
月
生
、
後
の
光
宗
)
が
い
た
が
、
そ
の
後
、
寵
愛
す
る
鄭
貴
妃
が
皇
三
子
常
淘
(
蔦
暦
十
四
年
正
月
生
、
後
の
幅
王
)
を
産
む
と
、

一
珊
宗
は
王
恭
妃
を
さ
し
お
い
て
鄭
貴
妃
を
皇
貴
妃
に
封
じ
た
。
そ
こ
で
、
紳
宗
は
皇
三
子
を
皇
太
子
に
珊
立
す
る
つ
も
り
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
惑
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
た
め
に
言
官
は
繰
り
返
し
皇
長
子
の
皇
太
子
冊
立
を
神
宗
に
進
言
す
る
が
、
一
利
宗
は
或
い
は
言
官
を
弾
匪
し

或
い
は
結
論
を
先
迭
り
に
す
る
と
い
っ
た
態
度
を
取
り
績
け
た
。
こ
う
し
て
高
暦
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
、
立
太
子
問
題
(
岡
本
、

建
儲
)
は
昔
時
に
お
け
る
最
大
の
政
治
課
題
で
あ
っ
た
。
一
利
宗
が
常
洛
を
皇
太
子
に
冊
立
し
た
の
は
、
漸
く
高
暦
二
十
九
年
十
月
(
時
に
常
洛
二

(
れ
)

十
歳
)
に
至
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
況
下
、
朝
鮮
園
王
が
長
子
で
は
な
く
次
子
の
王
世
子
加
封
を
奏
請
す
る
こ
と
は
、
中
園
に
お
け
る
時
論
に
鰯
れ
る
極
め
て
デ

リ
ケ

l
ト
な
問
題
で
も
あ
っ
た
。
中
園
側
(
紳
宗
自
身
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
櫨
部
)
が
光
海
君
の
冊
封
を
遂
に
最
後
ま
で
認
め
な
か
っ
た
背
景

(ロ)

に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
も
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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申
欽
「
神
道
碑
銘
」
に
よ
れ
ば
、
弔
ア
根
幸
町
は
年
少
の
頃
か
ら
性
理
肇
関
係
の
書
に
親
し
み
、
周
敦
願
の

『
白
玉
極
経
世
書
』
、
張
載
の
「
東
銘
」
「
西
銘
」
等
に
精
通
し
た
。
ま
た
李
混
や
曹
植
の
も
と
を
訪
れ
て
朱
陸
の
同
異
を
論
じ
、
そ
の
印
可
を
得

(
ね
)

た
。
さ
ら
に
成
津
や
李
頑
と
も
交
わ
り
、
莫
逆
の
友
と
な
っ
た
、
と
い
う
。
李
混
や
李
頑
と
の
交
遊
に
闘
し
て
は
ず
根
毒
自
身
に
も
言
及
が
あ

(
九
)

る
。
年
少
時
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
謹
書
傾
向
や
師
承
・
交
友
関
係
は
、
晩
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
堅
持
さ
れ
た
、
ヰ
ア
根
書
に
お
け
る
朱
子
準

「
通
書
」
『
太
極
圃
説
」
、
部
落
の

隼
崇
の
立
場
を
珠
見
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
初
め
て
の
赴
燕
時
(
一
二
十
歳
)
に
陸
光
組
と
の
聞
で
交
わ
さ
れ
た
朱
陸
問
答
(
『
月
汀
集
」
別
集
、
中
芯

「
朱
陸
論
難
」
)
は
、
そ
の
端
的
な
表
れ
で
あ
る
(
次
章
参
照
)
。
そ
し
て
六
十
五
歳
の
時
の
「
丈
廟
従
記
議
」
を
見
れ
ば
、
そ
の
朱
是
陸
非
、

朱
是
王
非
の
立
場
は
手
根
室
吋
の
生
涯
を
通
し
て
終
始
一
貫
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
丈
廟
従
杷
議
」
や
そ
の
経
緯
・
背
景
に
閲
し
て
は
奮

(
お
)

稿
に
お
い
て
玩
に
論
及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
間
れ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

丁
酉
倭
乱
(
慶
長
の
役
)
に
際
し
て
経
略
朝
鮮
と
し
て
朝
鮮
に
滞
在
し
て
い
た
高
世
徳
は
、
官
一
組
三
十
三
年
三
月
、
成
均
苗
丈
廟
を
訪
れ
た
。

孔
子
の
稽
披
が
「
大
成
至
聖
丈
宣
王
」
で
あ
る
の
を
見
と
が
め
た
寓
世
懐
は
、
明
の
現
行
制
度
に
倣
っ
て
こ
れ
を
「
至
聖
先
師
」
と
改
め
る
よ

(
祁
)

う
、
朝
鮮
側
に
指
示
し
た
。
翌
年
正
月
、
高
世
徳
は
さ
ら
に
杏
丈
に
よ
り
、
成
均
館
丈
廟
の
改
正
す
べ
き
貼
を
指
摘
し
て
き
た
。
そ
の
主
な
内

容
は
①
孔
子
の
王
競
を
師
競
に
改
正
せ
よ
、
②
啓
聖
公
耐
を
設
け
て
叔
梁
花
・
顔
無
訴
・
命
日
貼
・
孔
鯉
・
孟
孫
を
配
享
せ
よ
、
③
雨
属
七
十
二

(
打
)

賢
を
従
記
せ
よ
、
④
胡
居
仁
、
陳
献
章
、
王
守
仁
、
醇
蹟
一
の
四
賢
を
従
相
せ
よ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
朝
鮮
側
は
、
王
競
か

ら
師
競
へ
の
改
正
に
は
麿
ず
る
、
啓
聖
調
の
設
置
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
安
首
と
し
な
が
ら
も
賓
施
は
先
迭
り
、
四
賢
従
杷
に
つ
い
て
は
大
臣
の

(

問

問

)

議
に
附
し
て
な
お
慎
重
に
協
議
す
る
、
と
い
う
封
麿
を
採
っ
た
。
「
月
汀
集
』
巻
四
「
丈
廟
従
記
議
」
は
恐
ら
く
、
こ
の
際
に
執
筆
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
手
根
書
は
時
に
議
政
府
左
賛
成
(
従
一
品
)
の
要
職
に
あ
っ
た
。
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「
丈
廟
従
記
議
」
の
内
容
は
、
四
賢
の
従
記
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
嘉
靖
九
年
(
一
五
三
O
)
の
躍
制
改
革
に
よ
っ
て
丈
廟
か
ら
罷
瓢
・
降



478 

格
さ
れ
た
人
物
や
新
た
に
従
杷
さ
れ
た
人
物
、
そ
し
て
同
じ
く
嘉
靖
九
年
に
薩
侃
の
上
請
に
よ
っ
て
丈
廟
従
杷
を
果
た
し
た
陸
九
淵
に
つ
い
て

(
刊
は
)

も
、
そ
の
首
否
が
論
及
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
陸
九
淵
の
従
記
に
つ
い
て
は
、
朱
子
随
一
子
隼
山
田
市
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
明
確
に
批
判
し
て
い
る
。

王
守
仁
の
丈
廟
従
杷
に
闘
し
で
も
、
再
ア
根
室
町
は
明
確
に
反
封
の
立
場
を
採
っ
た
。
「
王
守
仁
は
敢
え
て
朱
子
を
楊
朱
・
墨
程
に
な
ぞ
ら
え
た

人
物
で
あ
る
。
お
よ
そ
朱
子
を
隼
崇
す
る
程
の
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
撃
を
大
に
し
て
斥
け
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
従
聞
の
列

(
前
)

に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
」

執
筆
時
期
は
未
詳
で
あ
る
が
、
ヰ
ア
根
室
一
吋
は
張
維
宛
書
翰
の
中
で
も
陸
王
随
一
子
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。

あ
な
た
は
陽
明
(
王
守
仁
)
に
封
し
て
、
そ
の
説
が
高
遠
で
あ
る
こ
と
を
大
い
に
喜
び
、
「
誠
に
諸
儒
の
見
解
を
は
る
か
に
抜
き
ん
出
て
お

り
、
か
っ
自
得
す
る
所
が
多
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
鼠
に
陽
明
の
全
集
を
入
手
し
、
こ
れ
を
信
奉
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
象
山
(
陸
九
淵
)
は
晦
庵
(
朱
烹
)
を
そ
し
り
斥
け
た
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
孔
子
廟
の
雨
厩
に
朱
嘉
と
並
ん
で
従
記
さ
れ

ρhυ 

て
い
る
。
論
ず
る
者
は
そ
の
こ
と
を
さ
え
、
水
陸
が
並
列
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
心
を
痛
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
陽
明
は

と
い
え
ば
、
(
朱
子
皐
に
惇
る
そ
の
程
度
は
)
象
山
を
上
回
る
こ
と
数
倍
ど
こ
ろ
の
段
で
は
な
い
の
だ
。
そ
の
「
答
徐
司
成
書
」
に
お
い
て

は
、
朱
子
を
楊
朱
墨
翠
に
な
ぞ
ら
え
さ
え
し
て
い
る
の
だ
。
(
『
月
汀
集
』
巻
五
「
答
張
翰
林
維
童
H

」)

こ
の
張
維
(
一
五
八
七
!
一
六
一
二
八
、
字
持
園
、
競
諮
谷
)
は
、
鄭
寅
普
に
よ
っ
て
陽
明
事
振
の
第
一
類
(
陽
明
皐
汲
と
す
る
こ
と
に
疑
問
の
品
跡
地
の
な

(
別
)

い
人
々
)
に
分
類
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
「
中
園
の
向
学
術
は
樟
皐
・
遁
数
・
程
朱
撃
か
ら
陸
撃
に
至
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
が
、
わ
が
朝

鮮
の
皐
聞
は
程
朱
事
一
遺
倒
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
程
朱
撃
を
箪
重
す
る
世
間
の
風
潮
に
皆
が
無
批
判
に
な
び
い
た
だ
け
の
結
果
に
過
ぎ

(

的

出

)

な
い
。
我
園
に
は
員
の
四
月
子
問
者
は
存
在
し
な
い
o
」
と
は
、
張
維
が
朝
鮮
随
一
干
術
界
の
現
況
を
痛
烈
に
批
判
し
た
著
名
な
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
張
維
に
釘
し
て
手
根
書
は
、
あ
く
ま
で
も
朱
子
撃
を
正
統
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
、

そ
の
王
随
一
子
に
封
す
る
信
奉
を
最
し
く
非
難
す
る
の
で

あ
る
。

後
に
徐
即
登
な
る
人
物
が
一
帽
建
提
墜
に
な
る
と
、
各
牒
向
学
の
孔
子
廟
に
「
皐
術
を
以
て
天
下
後
世
を
誤
ら
せ
た
」
云
々
と
、
陽
明
の
罪
を



大
書
し
た
。
そ
の
全
丈
は
記
憶
し
な
い
が
、
大
意
は
こ
の
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
陽
明
の
従
記
を
議
論
し
た
際
に
、
南
人
は
皆
陽
明
に
加

捨
し
、
北
人
は
皆
陽
明
を
退
け
た
。
た
だ
南
人
の
議
論
が
強
勢
で
あ
っ
た
た
め
に
敢
え
て
陽
明
を
従
記
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
一
世
の

公
論
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
今
に
至
る
ま
で
こ
れ
を
痛
恨
事
と
す
る
士
論
は
多
い
の
だ
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
陽
明
は
玩
に
朱
子

に
封
し
て
異
を
唱
え
て
い
る
。
後
に
皐
ぶ
者
は
伊
川
の
所
謂
「
悌
氏
の
言
は
、
淫
聾
美
色
の
如
く
見
な
し
て
こ
れ
を
遠
ざ
け
る
べ
き
で
あ

(
お
)

る
」
と
い
う
言
葉
を
範
と
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
新
奇
さ
を
喜
ん
で
こ
れ
に
惑
溺
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

(
同
上
)

徐
即
登
の
逸
話
及
び
南
人
北
人
云
々
は
「
丈
廟
従
杷
議
」
に
も
見
え
て
い
る
。
王
守
仁
文
廟
従
杷
に
賛
成
す
る
立
場
を
採
っ
た
人
士
が
江
南
出

(
N
H
)
 

身
者
に
多
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
る
程
度
史
賓
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
王
守
仁
の
丈
廟
従
記
決
定
は
天
下
公
共
の
論
に

根
ざ
し
た
も
の
で
は
な
い
以
上
、
た
と
え
そ
れ
が
皇
朝
の
現
行
制
度
で
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
我
々
朝
鮮
が
こ
れ
に
従
う
必
要
は
な
い
、
と

一
五
四
五
1
ム
六
二
六
)
は
江
西
南
昌
府
聖
域
牒
の
人
で
、
高
暦
十
一
年

(
釘
)

会
五
二
九
l
一六
O
七
)
の
門
下
で
あ
る
。
予
根
書
自
身
、
「
記
徐
即
登
排
陸
準
語
」

(

山

叩

)

な
る
一
丈
を
記
し
、
徐
即
登
の
略
歴
及
び
そ
の
「
排
陸
準
語
」
を
引
用
し
て
い
る
。
李
材
は
陽
明
撃
の
弊
害
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ

(
幻
)

る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
門
下
か
ら
陽
明
皐
批
判
者
を
輩
出
し
た
と
し
て
も
、
あ
な
が
ち
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
一
次
資
料

(∞∞) 

の
不
足
に
よ
り
、
今
の
と
こ
ろ
徐
即
登
の
思
想
的
立
場
に
つ
い
て
明
確
な
判
断
は
下
し
得
な
い
。

い
う
趣
旨
で
あ
る
。
な
お
徐
即
登
(
字
献
和
、
又
ん
子
徳
俊
、
披
匡
印
刷
末
、

(
一
五
八
三
)
の
進
士
。
同
郷
の
李
材
(
字
孟
誠
、
披
見
羅
、

そ
の
他
、
赴
燕
す
る
超
存
性
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
丈
章
中
に
も
、
そ
の
陽
明
皐
批
判
に
闘
わ
る
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
丈

(

川

町

)

章
は
光
海
君
四
年
(
一
六
二
一
、
す
根
毒
七
十
六
歳
)
の
執
筆
と
思
わ
れ
る
。

議
皐
に
つ
い
て
言
え
ば
、
致
良
知
を
説
い
た
陽
明
が
文
廟
に
従
記
さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
(
皇
朝
に
お
い
て
、
王
守
仁
の
学
術
の
正
統

性
・
正
賞
性
に
闘
し
て
は
)
異
論
の
品
跡
地
は
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
聞
け
ば
「
王
守
仁
は
皐
術
を
以
て
天
下
後
世
を
殺
す
者
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で
あ
る
」
と
断
じ
、
峻
最
に
こ
れ
を
批
判
し
た
人
物
が
い
る
と
い
う
の
は
、

一
瞳
ど
う
し
た
わ
け
だ
ろ
う
。
今
、
天
下
は
朱
夫
子
を
尊
命
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し
て
い
る
。
も
し
も
(
今
の
皇
朝
に
お
い
て
)
博
丈
と
約
曜
と
が
具
備
し
、
(
貫
践
工
夫
に
優
れ
、
世
人
が
こ
ぞ
っ
て
師
表
と
し
て
仰
ぎ
、
こ

れ
に
時
服
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
が
い
る
な
ら
ば
、
ど
う
か
そ
の
著
述
を
入
手
し
て
持
ち
踊
っ
て
き
て
欲
し
い
。
も
し
も
そ
の
緒
論
を
一

見
し
て
、
得
る
所
が
あ
る
よ
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
私
の
平
生
に
と
っ
て
の
一
大
快
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
(
『
月
汀
集
』
巻
五
「
奉
送
越

ム
玖
橿
存
性
如
京
序
」
)

右
文
中
に
お
い
て
、
互
宇
術
を
以
て
天
下
後
世
を
殺
す
者
」
と
い
う
表
現
で
王
守
仁
を
断
罪
し
た
皇
朝
の
人
物
と
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
徐
却

登
を
指
す
。
手
根
書
の
立
場
は
も
と
よ
り
徐
即
登
に
輿
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
別
)

こ
の
よ
う
に
、
朱
子
撃
を
是
と
し
て
陸
王
撃
を
批
判
す
る
立
場
は
、
弔
ア
根
書
の
生
涯
を
通
し
て
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
朱
陸
論
難
」

。。

『
月
汀
集
』
別
集
、
巻
一

「
朱
陸
論
難
」
は
以
下
の
書
翰
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①
「
輿
陸
直
宇
正
光
組
問
答
」
②
「
輿
陸
皐
正
書
」
③
「
附
陸
事
正
答
書
」
④
「
答
陸
直
宇
正
書
」
⑤
「
附
陸
皐
正
書
」
⑥
「
又
答
陸
直
宇
正
書
」

⑦
「
輿
陸
皐
正
問
目
附
答
」
⑧
「
答
陸
墜
正
問
目
」

ま
た
附
録
と
し
て
巻
末
に
以
下
の
三
資
料
を
収
録
す
る
。

⑨
「
退
渓
先
生
答
柳
而
見
書
」
⑮
「
柳
眉
巌
日
銀
戊
辰
五
月
二
十
日
」
⑪
魚
有
鳳
「
蹴
」

う
ち
、
「
崇
柏
再
己
未
建
丑
既
望
(
英
組
十
五
、
乾
隆
四
、

一
七
三
九
年
己
未
十
二
月
十
五
日
)
」
の
紀
年
を
持
つ
魚
有
鳳
(
一
六
七
二
1

一
七
四
四
)

の
「
蹴
」
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

右
は
月
汀
先
生
手
公
が
赴
燕
し
た
際
、
園
子
皐
正
の
陸
光
組
公
と
朱
陸
の
異
同
に
つ
い
て
論
説
附
し
た
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
皇
朝
の
事
術



は
王
陽
明
・
陳
白
沙
以
来
、
専
ら
陸
氏
を
主
と
し
、
好
き
勝
手
に
で
た
ら
め
で
偏
頗
な
説
を
主
張
し
、
し
か
も
一
世
の
皐
士
・
士
大
夫
は

廃
く
が
如
く
こ
れ
に
従
い
、
た
め
に
天
下
が
ほ
と
ん
ど
一
饗
す
る
程
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
封
し
て
我
が
盛
朝
は
と
言
え
ば
、
名
儒
が
蔚
然

と
し
て
次
々
に
出
現
し
、
そ
の
講
究
唱
導
す
る
と
こ
ろ
は
、

ひ
と
え
に
我
が
考
古
守
夫
子
を
そ
の
宗
旨
と
し
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
斯
道
の

正
脈
は
今
や
、
ま
こ
と
に
こ
ち
ら
の
側
(
我
が
朝
鮮
)
に
こ
そ
在
る
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
(
月
汀
先
生
が
赴
燕
し
た
)
そ
の
首
時
の
諸
老

先
生
は
、
邪
説
の
横
行
に
よ
っ
て
中
華
が
滅
亡
し
て
い
る
こ
と
を
深
く
憂
慮
慨
嘆
し
な
が
ら
も
、
聾
を
上
げ
て
邪
説
を
斥
け
る
術
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
た
だ
月
汀
公
の
み
が
、
ち
っ
ぽ
け
な
偏
邦
か
ら
の
使
者
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
敢
え
て
天
朝

の
大
人
と
抗
争
痛
論
し
、
奮
然
と
し
て
狂
澗
を
挽
回
し
て
事
術
の
員
源
に
立
ち
返
ろ
う
と
さ
れ
た
。
そ
の
志
は
何
と
偉
大
で
は
あ
る
ま
い

か
。
(
『
月
汀
集
』
別
集
、
忠
住

「
朱
陸
論
難
」
魚
有
鳳
肢
)

中
園
に
お
い
て
陸
王
撃
が
隆
盛
を
極
め
て
い
る
今
こ
の
時
に
あ
た
っ
て
、
我
が
朝
鮮
で
は
朱
子
撃
を
正
這
と
し
て
濁
り
こ
れ
を
固
守
し
て
い
る
。

し
て
み
れ
ば
現
下
の
中
国
に
あ
っ
て
は
中
華
の
貰
質
は
師
に
滅
ん
で
お
り
、
斯
遁
は
我
が
朝
鮮
に
お
い
て
こ
そ
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
の
だ
。

|
|
「
五
日
道
正
服
、
賓
在
於
斯
。
」
と
は
そ
の
よ
う
な
小
中
華
と
し
て
の
自
負
を
鮮
明
に
打
ち
だ
し
た
言
辞
に
他
な
ら
な
い
。
魚
有
鳳
が
こ
の

丈
章
を
執
筆
し
た
時
黙
で
は
既
に
し
て
明
清
交
替
(
い
わ
ゆ
る
華
夷
饗
態
)
を
経
て
お
り
、
首
時
の
中
国
は
「
夷
秋
」
(
満
洲
族
)
の
支
配
下
に
あ

っ
た
。
魚
有
鳳
の
念
頭
に
そ
の
事
賓
が
存
在
し
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
小
中
華
音
ヤ
誠
(
中
園
に
釘
す
る
優
越
感
と

白
園
の
文
化
に
釘
す
る
白
負
の
念
)
は
恐
ら
く
、
明
清
交
替
を
待
つ
ま
で
も
な
く
多
く
の
朝
鮮
人
士
に
お
い
て
肢
に
し
て
抱
か
れ
て
い
る
も
の
で

(
引
)

あ
っ
た
。

魚
有
鳳
の
蹴
丈
を
含
め
て
「
朱
陸
論
難
」
に
は
、
陸
光
租
と
の
問
答
が
す
根
書
の
四
回
の
赴
燕
の
う
ち
ど
の
回
の
際
の
も
の
な
の
か
を
明
示

す
る
記
述
が
な
い
。
た
だ
「
漫
録
」
に
お
け
る
自
身
の
述
懐
に
よ
り
、
そ
れ
が
明
宗
二
十
一
年
(
嘉
靖
四
十
五
、

(
犯
)

と
っ
て
最
初
の
赴
燕
時
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
時
に
手
根
室
一
吋
は
三
十
歳
、
陸
光
租
は
四
十
六
歳
で
あ
る
。

五
六
六
)
丙
寅
、
ヰ
ア
根
書
に
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ま
た
、
徐
敬
語
(
競
花
庫
、

一
四
八
九
l
一
五
四
六
)
の
「
年
譜
」
に
よ
っ
て
も
、
弔
ア
根
書
と
陸
光
組
の
問
答
の
交
わ
さ
れ
た
の
が
明
宗
二
十
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一
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
年
譜
」
同
年
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
「
朝
鮮
に
お
い
て
孔
孟
の
心
法
・
箕
子
の
教
え
を
よ
く
継
承
し
得
て

い
る
者
は
誰
か
o
」
と
の
陸
光
租
の
問
い
に
封
し
て
、
手
根
書
は
徐
敬
徳
・
金
宏
弼
(
競
家
喧
、
一
四
五
四
l

一五
O
四
)
・
越
光
組
(
披
静
庵
、

(
幻
)

一
四
八
二
l
一
五
一
九
)
の
名
を
畢
げ
て
答
え
た
と
い
う
。
な
お
「
年
謹
巴
が
言
及
す
る
問
答
は
、
「
朱
陸
論
難
」
⑧
「
答
陸
皐
正
問
日
」
の
内

(

川

出

)

容
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
園
子
監
随
一
子
正
(
正
九
日
間
)
と
い
う
陸
光
組
の
肩
書
き
は
本
来
、
問
答
の
交
わ
さ
れ
た
時
期
を
特
定
す
る
上
で
有
力
な
手
が
か
り
に
な
り

得
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
明
史
』
巻
二
二
四
の
本
停
を
は
じ
め
と
す
る
陸
光
組
の
諸
停
記
資
料
中
に
は
、
陸
光
租
が
園
子
監
事
正

を
務
め
た
と
い
う
記
事
は
検
出
さ
れ
な
い
。
既
に
輯
れ
た
よ
う
に
陸
光
組
は
、
太
常
少
卿
(
正
四
品
)
の
任
に
あ
っ
た
嘉
靖
四
十
四
年
、
直
隷

(
町
山
)

監
察
御
史
孫
杢
揚
の
弾
劾
に
よ
っ
て
落
職
間
住
し
、
隆
慶
六
年
、
南
京
太
僕
少
卿
(
正
四
品
)
に
起
用
さ
れ
る
ま
で
、
野
に
下
っ
て
い
た
。
従

っ
て
手
根
書
と
封
面
し
た
嘉
靖
四
十
五
年
昔
時
の
陸
光
組
は
無
官
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
異
邦
人
の
、
し
か
も
二
度
と
再
び
封
面
す
る
は
ず
も
な
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い
人
士
に
釘
し
て
、
落
職
聞
住
の
沙
汰
を
受
け
た
身
で
あ
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
正
直
に
惇
え
る
必
要
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
因
子
監
皐
正
と
は
、

(

山

川

)

陸
光
組
が
自
身
の
経
歴
を
輯
晦
し
、
遁
首
に
詐
稀
し
た
官
職
名
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
た
い
。

因
み
に
陸
光
租
の
側
に
は
、
す
根
室
町
と
の
交
流
の
遮
を
一
志
す
資
料
は
皆
無
で
あ
る
。
陸
光
租
の
浸
後
、
そ
の
書
庫
が
火
災
に
遭
い
、
裁
主
日
や

(
幻
)

著
書
の
多
く
が
消
失
し
た
と
い
う
。
現
存
の

『
陸
荘
筒
公
遺
稿
」
に
は
、
例
え
ば
そ
の
「
尺
臆
」
(
巻
五
巻
六
)
も
、
隆
慶
六
年
!
寓
暦
五
年
の

執
筆
分
し
か
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
そ
れ
以
前
の
分
が
有
れ
ば
、
或
い
は
ヰ
ア
根
書
へ
の
言
及
が
矯
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、

ま
た
そ
れ
以
降
の
分
が
停
存
し
て
い
れ
ば
、
例
え
ば
張
居
正
に
よ
る
書
院
麿
段
の
沙
汰
(
高
暦
七
年
一
月
)
に
釘
し
て
陸
光
租
が
ど
の
よ
う
な

感
懐
を
抱
い
て
い
た
か
も
知
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
貼
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。

2 

「
朱
陸
論
難
」
を
構
成
す
る
上
記
①
!
③
の
う
ち
、
朱
陸
な
い
し
朱
王
の
異
同
に
闘
わ
る
内
容
を
備
え
る
の
は
賓
質
上
⑥
ま
で
で
あ
り
、
そ



の
中
で
も
①
②
③
の
三
通
が
量
的
質
的
に
特
に
重
要
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
三
通
を
中
心
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
い
き
た
い
(
以
下
に
紹
介

す
る
内
容
は
原
文
の
逐
語
諜
で
は
な
く
、
大
意
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
)
0

な
お
「
伏
承
専
仔
辱
復
、
敬
悉
雅
意
、
矯
感
貰
深
o
」
(
④
冒
頭
)
「
前
日
面
論
部
説
、
未
可
迭
来
耶
o
」
(
⑤
冒
頭
)
「
屡
蒙
専
仔
春
恵
、
手
翰
還

答
。
感
感
保
保
。
出
入
有
擬
、
不
得
再
承
面
語
。
」
(
⑥
冒
頭
)
と
い
っ
た
記
載
か
ら
、
雨
者
の
問
答
は
直
接
封
面
し
て
交
わ
さ
れ
る
場
合
(
「
面

論
」
「
面
誇
」
)
と
使
者
(
「
仔
」
)
を
介
し
て
書
翰
の
往
還
を
通
し
て
交
わ
さ
れ
る
場
合
と
の
雨
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

①
「
奥
陸
皐
正
光
祖
問
答
」

第

節

全
瞳
が
四
節
か
ら
成
り
、
各
節
ご
と
に
す
根
書
の
問
い
と
そ
れ
に
封
す
る
陸
光
雄
の
答
え
と
が
記
諒
さ
れ
て
い
る
。

引
ア
根
書
は
「
朱
喜
…
|
|
員
棲
秀
(
西
山
)
|
|
許
衡
(
魯
粛
)
|
|
醇
喧
(
敬
軒
)
|
|
胡
居
仁
(
敬
一
爾
)
」
及
び
「
陸
九
淵
|
|
呉

澄
(
草
塵
)
|
|
陳
献
章
(
白
沙
)
|
|
王
守
仁
(
陽
明
)
」
と
い
う
遁
撃
に
お
け
る
二
祇
を
提
示
し
た
上
で
、
現
今
の
中
園
に
お
い
て
は
、
朱

子
息
T

と
陸
皐
の
ど
ち
ら
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
尋
ね
る
。
こ
れ
に
封
し
て
陸
光
組
は
、
「
這
皐
と
は
人
心
に
他
な
ら
な
い
。
後
世
の

向
学
術
が
不
明
に
な
っ
た
の
は
、
心
外
に
遁
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
朱
子
撃
は
支
離
に
失
し
て
い
る
の
に
比
し
て
、
陸
撃
は
簡
易
直
裁
で
あ
り
、

こ
れ
こ
そ
が
異
に
孟
子
の
停
を
耀
承
す
る
者
で
あ
る
。
そ
し
て
我
が
朝
の
王
陽
明
先
生
は
致
良
知
の
口
訣
を
提
唱
し
、
陸
象
山
以
降
、
第
一
等

の
人
物
で
あ
る
。
陸
王
皐
こ
そ
が
嘉
舜
相
停
の
嫡
服
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
ず
れ
る
も
の
は
外
道
異
端
で
あ
る
o
」
と
遮
べ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
陸
光
租
は
問
答
の
目
頭
か
ら
、
陸
王
撃
に
奥
す
る
立
場
を
鮮
明
に
打
ち
だ
し
て
い
る
。

第

節

弔
ア
根
書
は
「
蓮
月
子
と
は
人
心
に
他
な
ら
な
い
」
と
の
先
の
陸
光
姐
の
語
が
承
服
で
き
ず
、
そ
れ
は
先
儒
の
所
謂
「
緯
氏
本
心
」
の

説
と
同
断
で
は
な
い
か
、
と
批
判
す
る
。
陸
光
租
は
以
下
の
よ
う
に
磨
ず
る
。
「
人
心
と
道
心
は
二
物
で
は
な
い
。
人
心
即
遁
心
で
あ
る
。
こ

の
心
が
這
に
他
な
ら
な
い
。
稗
氏
本
心
の
説
も
、
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
。
た
だ
稗
氏
は
人
倫
を
遺
棄
し
治
国
平
天
下
を
捨
い
得
な
い
の
で
、
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聖
人
が
こ
れ
を
斥
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
人
が
異
に
本
心
を
得
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
が
道
で
あ
り
撃
で
あ
る
o
」
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(
M
m
)
 

「
緯
氏
本
心
」
と
は
「
聖
人
本
天
」
と
封
翠
し
て
語
ら
れ
た
程
臨
(
競
伊
川
)
の
語
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
天
は
天
理
と
同
義
で
あ
る
。
天

理
と
い
う
確
固
た
る
準
則
に
依
擦
せ
ず
、
自
己
の
心
の
み
を
擦
り
所
に
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
安
易
な
自
己
肯
定
が
、
程
朱
理
撃
の
立
場
か
ら

(

川

町

)

批
判
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

陸
光
組
は
経
世
済
民
を
本
領
と
す
る
儒
家
の
立
場
か
ら
、
稗
氏
の
遺
棄
人
倫
を
批
判
す
る
も
の
の
、
「
心
」
を
重
ん
ず
る
稗
氏
の
人
間
観
そ

(
川
)

の
も
の
に
封
し
て
は
、
む
し
ろ
肯
定
的
で
あ
る
。
ヰ
ア
根
書
と
陸
光
租
の
見
解
の
相
違
は
、
理
由
学
と
心
的
比
一
干
の
封
立
、
と
い
う
構
固
で
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

な
お
「
人
心
町
道
心
」
は
、
王
守
仁
の
立
場
を
踏
襲
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
人
心
」
「
道
心
」
を
峻
別
す
る
朱
喜
一
に
封
し
て
、
王
守
仁
は
雨

(
則
)

者
の
不
一
一
一
瞳
を
主
張
し
て
い
る
。

第

節

弔
ア
根
書
「
性
即
理
こ
そ
が
高
世
話
撃
の
宗
旨
で
あ
る
。
も
し
も
人
心
を
依
援
す
べ
き
準
則
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
撃
聞
は
で
た
ら

め
で
狂
気
じ
み
た
も
の
と
な
り
、
聖
門
に
罪
を
得
る
こ
と
を
克
れ
な
い
。
陽
明
致
良
知
の
準
は
、

一
心
に
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
人
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本
天
の
墜
と
は
大
い
に
懸
隔
が
あ
る
。
ま
さ
し
く
樟
に
他
な
ら
な
い
。
」
陸
光
租
「
我
々
の
痛
撃
は
、
我
が
本
心
を
歌
識
す
る
こ
と
に
あ
る
。

本
心
を
歎
識
領
悟
し
さ
え
す
れ
ば
、
是
非
を
識
別
で
き
、
是
を
行
い
非
を
去
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
が
窮
理
の
皐
で
あ
る
。
窮
理
と
は
、

我
が
心
の
理
を
窮
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
本
心
を
捨
て
置
い
て
理
を
外
に
求
め
る
な
ら
ば
、
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
理
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

し
ま
う
。
で
た
ら
め
で
狂
気
じ
み
た
も
の
に
な
る
の
も
、
本
心
を
失
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
」

こ
こ
で
陸
光
組
は
朱
子
撃
の
皐
問
方
法
論
で
あ
る
即
物
窮
理
を
明
確
に
否
定
し
、
窮
理
を
「
窮
五
F
U之
理
」
の
意
味
に
解
稗
し
て
い
る
。
こ

(

山

山

)

れ
も
ま
た
王
守
仁
の
立
場
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。

帯
ア
根
書
は
、
陸
光
組
の
見
解
が
自
分
た
ち
程
朱
随
一
干
の
立
場
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
倉
卒
の
聞
に
理
解
し
合
う
こ

(
郎
)

い
っ
た
ん
朱
陸
異
同
、
朱
王
異
同
を
め
ぐ
る
議
論
は
打
ち
切
り
、
話
題
を
他
に
轄
じ
て
し
ま
う
。

第
四
節

と
は
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
か
、



②
「
奥
陸
軍
正
書
」
③
「
附
陸
畢
正
答
量
E

②
は
す
根
書
の
陸
光
組
宛
書
翰
、
③
は
そ
れ
に
封
す
る
陸
光
組
の
答
書
で
あ
る
。
②
の
本
丈
白
樫
に
は
分
節
は
全
く
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、

③
は
②
の
内
容
を
全
部
で
七
節
に
匝
切
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
節
に
封
す
る
陸
光
組
の
答
語
を
記
す
瞳
裁
を
と
っ
て
い
る
。
従
っ
て
②
の
本
丈
も
③

に
従
っ
て
七
節
に
直
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
以
下
、
便
宜
的
に
②
③
を
一
括
し
て
扱
い
、
各
節
か
ら
雨
者
の
重
要
な
主
張
を
抜
き
出
し

て
考
察
を
加
え
た
い
。
な
お
以
下
、
手
根
書
の
語
は
②
、
陸
光
組
の
語
は
③
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

ヰ
ア
根
書
「
本
心
を
歌
識
領
惜
し
さ
え
す
れ
ば
是
非
を
識
別
で
き
、
是
を
行
い
非
を
去
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
貴
説
に
封
し
て
は
、

ど
う
し
て
も
納
得
が
い
か
な
い
。
そ
れ
で
は
全
く
酒
養
致
知
の
工
夫
を
行
わ
ず
し
て
突
如
と
し
て
悟
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
」

第

節

第

節

す
根
書
「
人
に
は
本
然
の
本
心
が
固
有
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
気
棄
の
清
濁
や
私
欲
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
よ
う
な
心
で
悟
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
欲
を
認
め
て
理
と
な
し
賊
を
認
め
て
子
と
な
す
よ
う
な
も
の
。
そ
の
所
謂
本
心
も
、
天
命
の
性

に
は
非
ざ
る
も
の
だ
。
こ
れ
は
ま
さ
に
古
人
の
所
謂
心
は
見
て
も
性
は
見
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
禅
家
の
頓
悟
と
同
断
で
あ
る
o
」
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「
本
然
の
性
」
と
「
気
質
の
性
」
を
峻
別
し
、
人
聞
が
現
賓
に
備
え
て
い
る
性
(
「
気
質
の
性
」
)
は
気
棄
の
精
粗
清
濁
等
の
影
響
を
蒙
る
が

(
酬
)

故
に
本
来
の
十
全
さ
(
「
本
然
の
性
」
)
を
喪
失
し
て
る
、
と
見
な
す
の
は
、
朱
子
撃
の
基
本
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
「
認
欲
矯
理
、
認
賊
矯
子
」
と
は
、

そ
の
よ
う
な
不
完
全
さ
を
は
ら
ん
だ
「
心
」
(
「
気
質
の
性
」
)
を
安
易
に
「
性
」
(
「
本
然
の
性
」
)
と
等
置
す
る
見
解
を
批
判
す
る
も
の
に
他
な
ら

(
問
)

な
い
。
な
お
右
に
引
用
さ
れ
た
「
有
見
於
心
、
無
見
於
性
」
は
羅
欽
順
(
一
四
六
五
l
一
五
四
七
)
の
語
で
あ
る
。

第

節

ヰ
ア
根
書
「
居
敬
窮
理
の
工
夫
を
放
い
た
ま
ま
で
頓
悟
し
、
自
己
一
己
の
見
解
を
信
じ
て
天
下
の
是
非
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
そ
の

よ
う
に
し
て
下
さ
れ
た
是
非
の
判
断
は
安
嘗
性
を
扶
き
、
そ
の
判
断
に
基
づ
い
て
局
さ
れ
た
行
動
は
必
ず
や
娼
狂
白
恋
に
陥
り
、
準
則
を
快
落

し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
宰
珠
が
短
喪
(
三
年
の
喪
を
一
年
に
短
縮
す
る
こ
と
)
を
安
首
と
し
た
の
は
(
『
論
語
』
「
陽
貨
」
)
、
非
を
是
と
誤
認
し
た
も

の
で
あ
る
。
子
路
が
正
名
を
迂
遠
と
し
た
の
は
(
『
論
語
』
「
子
路
」
)
、
日
疋
を
非
と
誤
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
し
て
も
自
己
の
内
心
に
照
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ら
し
て
確
信
を
持
っ
て
是
非
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
結
果
的
に
は
理
を
明
ら
か
に
し
得
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
ら
の
よ
う
な
聖
門
の



486 

俊
秀
で
さ
え
、
こ
う
し
た
誤
謬
を
犯
す
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
車
に
頓
悟
を
頼
み
と
し
自
己
胸
臆
の
判
断
に
任
せ
て
行
動
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

誤
謬
は
い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
」

陸
光
組
「
天
下
の
人
心
は
我
が
心
に
他
な
ら
ず
、
天
下
の
是
非
は
我
が
是
非
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
も
是
非
を
定
め
る
に
際
し
て
自
己
本
心

に
依
援
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
目
盛
り
の
な
い
秤
や
尺
度
で
軽
重
長
短
を
量
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
宰
諜
が
短
喪
を
安
官
と
し
た
の
は
、

そ
の
本
心
を
失
っ
て
い
た
か
ら
に
過
、
ぎ
な
い
。
子
路
が
正
名
を
迂
遠
と
し
た
の
も
、
そ
の
本
心
を
失
っ
て
い
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
」

陸
光
租
の
い
う
「
本
心
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
良
知
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
の
良
知
に
よ
る
瞳
認
を
紋
如
す
る
の
は
、
目
盛

(
雌
)

り
の
な
い
秤
で
軽
重
を
量
る
よ
う
な
も
の
、
と
は
王
守
仁
の
語
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
良
知
の
下
す
「
我
之
是
非
」
に
紹
封
的
信
を
置
く
の

(
即
)

は
、
良
知
心
開
晶
子
の
眼
目
で
あ
る
。
た
だ
し
、
朱
子
撃
の
立
場
(
ヂ
根
書
)
か
ら
す
れ
ば
、
「
一
己
之
見
」
は
畢
寛
す
る
に
車
な
る
「
胸
臆
」
に
過

ぎ
ず
、
そ
の
下
す
是
非
の
判
断
の
安
嘗
性
を
捨
保
す
る
も
の
等
、
何
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

陸
光
組
「
私
が
人
心
即
道
心
と
述
べ
た
の
も
、
世
儒
が
自
己
の
本
心
及
び
天
下
の
人
心
に
信
を
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
心
外
に
這

を
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
心
外
に
道
を
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
、
遁
か
ら
遠
ざ
か
り
遁
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
」

第
四
節
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自
己
の
心
が
十
全
な
る
良
知
を
具
有
し
て
い
る
こ
と
、
同
様
に
天
下
の
人
心
が
十
全
な
る
良
知
を
具
有
し
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
を
異
賓
と
し

(
間
)

て
肯
定
す
る
か
否
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
個
々
人
の
「
信
」
に
蹄
着
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
事
柄
が
「
信
」
に
蹄
着
す
る
以
上
、
そ
れ

は
ま
さ
し
く
憤
値
観
の
問
題
で
あ
っ
て
、
雨
者
の
憤
値
観
に
絶
封
的
な
懸
隔
が
あ
る
以
上
、
ヰ
ア
根
書
と
陸
光
租
の
問
答
は
平
行
線
を
た
ど
る
他

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
節

陸
光
租
「
王
陽
明
先
生
は
百
歳
の
後
に
興
起
し
、
致
良
知
の
一
一
一
字
を
掲
げ
、
過
去
の
聖
人
を
纏
承
し
て
新
た
な
皐
聞
を
切
り
聞
い

た
。
そ
の
立
場
は
揺
る
ぎ
な
く
正
し
い
o
」

陸
光
組
「
我
々
の
本
心
は
即
ち
程
氏
の
本
心
で
あ
っ
て
、
そ
の
心
に
匝
別
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
程
氏
に
は
事
理
を
遺
棄

し
て
専
ら
心
を
求
め
る
と
い
う
扶
貼
が
あ
る
に
過
、
ぎ
な
い
。
も
し
も
稗
氏
と
同
じ
に
な
る
こ
と
を
嫌
う
あ
ま
り
、
本
心
を
捨
て
置
い
て
こ
れ
を

第
六
節



向
学
ば
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
喧
ぶ
に
懲
り
て
食
を
廃
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
」

④
「
答
陸
撃
正
書
」

④
は
①
l
③
の
問
答
を
承
け
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
ず
か
二
行
の
短
文
で
あ
る
。
帯
ア
根
書
は
「
朱
陸
の
異
同
に
つ
い
て
の
あ
な
た

の
主
張
に
封
し
て
私
は
結
局
の
と
こ
ろ
納
得
が
い
か
な
い
し
、
こ
れ
以
上
こ
の
問
題
で
あ
な
た
を
煩
わ
そ
う
と
も
思
わ
な
い
。
」
と
述
べ
、
事

賓
上
、
問
答
の
打
ち
切
り
を
通
告
し
て
い
る
。
書
翰
の
短
さ
に
は
、
平
行
線
を
た
ど
っ
た
陸
光
租
と
の
問
答
に
閲
す
る
徒
勢
感
や
陸
光
組
に
封

す
る
失
望
感
が
表
れ
て
い
る
と
三
守
え
る
だ
ろ
う
。

⑤
「
附
陸
畢
正
書
」
⑥
「
又
答
陸
撃
正
書
」

陸
光
組
「
血
宇
聞
に
は
秘
訣
が
あ
り
、
師
か
ら
直
接
口
授
停
授
さ
れ
ぬ
限
り
自
力
で
悟
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
が
大
明
に
は
聖
人
が
お
り
、
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そ
の
懐
は
伏
義
・
黄
帝
に
等
し
く
そ
の
遁
は
孔
子
・
孟
子
に
等
し
い
。
今
そ
の
人
物
は
鼠
に
亡
い
が
、
そ
の
門
徒
は
な
お
在
世
し
、
そ
の
事
問

も
滅
絶
し
て
い
な
い
。
も
し
も
彼
ら
の
も
と
を
訪
れ
て
虚
心
に
尋
ね
て
み
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
皐
聞
に
一
大
枠
盆
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
も
っ
と
も
私
自
身
は
蒙
昧
無
知
で
あ
っ
て
、
そ
の
任
で
は
な
い
o
」
(
⑤
)

再
ア
根
書
「
随
一
千
問
に
は
秘
訣
が
あ
り
云
々
は
、
誠
に
至
論
で
は
あ
る
。
但
し
あ
な
た
の
所
謂
聖
人
と
は
、

(m) 

に
は
、
(
北
宋
南
宋
を
遁
し
て
)
程
朱
の
嫡
停
が
あ
る
。
し
か
し
我
々
海
外
の
卑
賎
な
地
に
住
む
者
に
と
っ
て
は
、
直
接
に
帥
の
も
と
を
訪
れ
て

一
瞳
誰
を
指
す
の
か
。
中
原
の
丈
献

叱
正
を
請
う
術
が
な
く
、
た
だ
慨
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
陽
明
致
良
知
の
撃
は
、
試
を
理
と
誤
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
遣
を
得
て
は

い
な
い
。
私
は
そ
の
皐
を
直
接
惇
授
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
む
し
ろ
幸
い
と
し
、
決
し
て
残
念
に
は
思
わ
な
い
の
だ
。
」
(
⑥
)

「
認
気
矯
理
」
と
は
先
の
「
有
見
於
心
、
無
見
於
性
」
(
②
第
二
節
)
に
照
麿
し
、
「
心
」
(
気
)
と
「
性
」
(
理
)
を
峻
別
し
得
、
ず
に
混
同
し
同
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一
視
す
る
立
場
を
指
す
。
陸
光
組
が
ヰ
ア
根
書
に
封
し
、
陽
明
撃
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
慾
渇
す
る
の
に
針
し
て
、
ヰ
ア
根
需
は
明
確
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に
こ
れ
を
拒
絶
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
朱
陸
の
異
同
を
め
ぐ
る
雨
者
の
論
争
は
完
全
に
決
裂
し
た
。

⑦
「
輿
陸
撃
正
間
目
附
答
」
⑧
「
答
陸
畢
正
間
目
」

⑦
は
す
根
害
時
に
よ
る
二
十
五
僚
か
ら
成
る
質
問
と
そ
れ
に
封
す
る
陸
光
組
の
回
答
を
牧
め
る
。
内
容
は

『
丈
公
家
曜
』
に
関
す
る
疑
義
(

ー
六
候
)
、
「
郎
首
」
(
八
依
)
「
八
字
打
開
」
(
一

O
候
)
「
巴
鼻
」
(
一

一
候
)
「
杜
撰
」
(
一
一
一
候
)
「
浸
頭
脳
」
(
一
一
一
一
候
)
等
の
俗
語
・
成
語
に
闘
す

る
質
問
等
、
多
岐
雑
多
に
わ
た
る
。
⑧
は
逆
に
陸
光
租
か
ら
す
根
書
に
釘
し
て
属
さ
れ
た
三
候
か
ら
成
る
質
問
項
目
と
そ
れ
に
封
す
る
す
根
書

の
回
答
で
あ
る
。
第
一
僚
は
朝
鮮
に
あ
っ
て
孝
悌
節
義
な
ど
の
徳
義
に
お
い
て
著
名
な
人
物
、
及
び
孔
孟
箕
子
以
来
の
墜
聞
の
惇
承
者
に
つ
い

て
、
第
二
僚
は
八
道
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
物
産
風
俗
等
に
つ
い
て
、
第
三
候
は
朝
鮮
の
科
奉
制
度
に
つ
い
て
の
質
問
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
「
朱
陸
論
難
」
の
議
論
は
⑥
に
お
け
る
決
裂
を
以
て
貰
質
上
は
終
了
し
て
お
り
、
⑦
⑧
は
雨
者
が
朱
陸
論
・
朱
王
論
の
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問
題
を
全
く
離
れ
て
、
平
素
の
疑
問
を
互
い
に
相
手
に
投
げ
か
け
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
に
見
ら
れ
る
通
り
、
「
朱
陸
論
難
」
は
賓
質
的
に
は
朱
王
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
朱
子
準
及
び
陽
明
撃
を
是
と

す
る
立
場
に
立
っ
て
相
手
を
論
難
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
雨
者
の
議
論
は
最
後
ま
で
平
行
線
を
た
ど
っ
た
ま
ま
で
、
互
い
の
問
答
を
通
し

て
部
分
的
に
せ
よ
自
己
の
認
識
を
新
た
に
す
る
よ
う
な
機
縁
と
な
る
こ
と
も
な
く
、
決
裂
を
以
て
幕
を
閉
じ
た
の
で
あ
る
。

3 

宣
組
朝
の
時
代
、
赴
燕
使
と
し
て
訪
中
し
た
朝
鮮
人
士
が
宮
地
の
中
国
人
士
と
朱
陸
朱
王
に
閲
す
る
問
答
を
交
わ
し
、
あ
る
い
は
壬
辰
倭
乱

l
丁
酉
再
乱
(
一
五
九
二
!
一
五
九
七
)
に
際
し
て
来
朝
し
た
中
国
人
士
が
首
地
の
朝
鮮
人
士
と
朱
陸
朱
王
に
閲
す
る
問
答
を
交
わ
す
、
と
い
っ

(m) 

た
事
例
は
少
な
か
ら
ず
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
。



①
官
一
組
二
年
(
隆
慶
三
、

一
五
六
九
)
聖
節
使
書
状
官
柳
成
龍

柳
成
龍
『
西
匡
集
』
「
年
強
巴
隆
慶
三
年
僚
、
「
西
匡
柳
先
生
行
朕
」
(
影
印
標
勃
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
五
二
府
)

②
官
一
組
七
年
(
蔦
暦
二
、

一
五
七
四
)
聖
節
使
書
賦
官
許
箭

許
箭
『
荷
谷
集
』
「
朝
天
記
」
(
影
印
標
貼
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
五
八
冊
、
ま
た
『
燕
行
録
全
集
』
第
六
1
七
所
所
牧
)

③
官
一
組
十
五
年
(
高
暦
十
、

一
五
八
二
)
詔
使
黄
洪
憲
・
王
敬
民

李
現
『
栗
谷
全
書
』
巻
三
十
四
「
年
並
巴
高
暦
十
年
壬
午
、
四
十
七
歳
候
(
影
印
標
貼
韓
国
文
集
叢
刊
、
第
四
五
冊
)

④
官
一
組
二
十
六
年
(
高
暦
二
十

一
五
九
三
)
経
略
朝
鮮
宋
麿
昌

李
廷
亀
「
月
沙
集
』
巻
十
九
・
二

O
「
大
事
講
一
語
」
上
下
(
影
印
標
貼
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
六
九
珊
)

⑤
官
一
組
二
十
六
年
(
高
出
二
十

一
五
九
三
)
経
略
賛
童
哀
黄
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成
宮
津
「
牛
渓
集
』
「
年
譜
」
高
暦
二
十
一
年
発
巳
(
五
十
九
歳
)
正
月
候
(
影
印
標
貼
韓
図
文
集
叢
刊
、
第
四
三
冊
)

①
と
②
は
燕
行
使
が
中
園
を
訪
れ
た
際
の
も
の
、
③
④
⑤
は
中
園
人
士
が
朝
鮮
を
訪
れ
た
際
の
も
の
で
あ
り
、
記
録
は
い
ず
れ
も
朝
鮮
側
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
答
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
、
中
園
人
士
の
側
は
陸
王
撃
を
隼
崇
是
認
す
る
の
に
封
し
て
朝
鮮
人
士
の
側
は
陸
王

随
一
干
を
否
定
し
て
程
朱
撃
を
固
守
す
る
、
と
い
う
封
照
封
立
の
構
園
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
明
宗
二
十
一
年
(
嘉
靖
四
十
五
、

一
五
六
六
)
の
赴
燕
に
お
け
る
す
根
害
と
陸
光
組
の
問
答
は
、
時
期
的
に
も
こ
れ
ら
の
事
例
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
議
論
に

お
け
る
封
立
の
構
園
白
盟
、
こ
れ
ら
と
ほ
と
ん
ど
同
工
異
曲
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
、
格
別
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
筆
者
は
少
な
く
と
も
以
下
の
四
貼
に
お
い
て
、
「
朱
陸
論
難
」
の
資
料
的
慣
値
を
認
め
た
い
と
考
え
る
。

(
1
)
上
記
①
1
⑤
の
う
ち
、
首
該
の
箇
所
(
朱
陸
・
朱
王
を
め
ぐ
る
問
答
の
内
容
を
惇
え
る
部
分
)
は
、

い
ず
れ
も
比
較
的
簡
略
か
っ
断
片
的

な
も
の
に
過
、
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
比
し
て
「
朱
陸
論
難
」
は
鼠
に
見
た
通
り
、
量
的
に
も
質
的
に
も
非
常
に
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
備
え
て
お
り
、
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か
っ
こ
の
種
の
丈
献
資
料
の
中
で
は
恐
ら
く
最
初
期
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
・
朝
雨
国
人
士
聞
の
朱
陸
論
争
・
朱
王
論
争
の
賓
態



490 

を
具
瞳
的
か
つ
詳
細
に
今
日
に
惇
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
朱
陸
論
難
」
は
ま
ず
も
っ
て
高
い
向
学
術
的
債
値
を
有
す
る
。

(
2
)
朝
鮮
に
お
け
る
陸
王
撃
批
判
は
、
陽
明
随
一
子
惇
来
の
首
初
か
ら
既
に
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
朝
鮮
に
お
い
て
陸
王
撃
を

(
四
)

異
端
覗
す
る
風
潮
が
一
般
化
す
る
の
は
、
李
混
晩
年
に
よ
る
陽
明
皐
批
判
以
降
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
李
混
に
は
「
白
沙
詩
数
惇
習

録
抄
惇
図
書
其
後
」
「
停
習
録
論
静
」
の
著
作
が
あ
る
(
い
ず
れ
も
『
退
渓
集
』
を
四
十
一
、
影
印
標
貼
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
三
O
珊
)
。
こ
れ
ら
の
著

(
出
)

作
に
紀
年
は
な
く
、
李
混
の
「
年
並
巴
は
こ
れ
を
嘉
靖
四
十
五
年
(
明
宗
二
十
一
年
、
李
混
六
十
六
歳
)
に
繋
年
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
著
作

の
執
筆
時
期
は
今
の
と
こ
ろ
特
定
し
得
な
い
が
、
仮
に
六
十
六
歳
説
を
採
る
と
す
れ
ば
、
奇
し
く
も
そ
れ
は
「
朱
陸
論
難
」
と
同
一
年
次
に
首

た
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
朱
陸
論
難
」
は
、
二
圃
人
士
聞
に
お
け
る
論
争
の
書
と
い
う
要
素
を
仮
に
捨
象
す
る
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
朝
鮮
に
お

け
る
陸
王
皐
批
判
の
書
と
し
て
も
最
初
期
の
部
類
に
属
す
る
資
料
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も
資
料
慣
値
が
あ
る
。

(
川
)

(
3
)
金
吉
焼
「
韓
園
陽
明
向
学
研
究
』
は
、
李
混
に
よ
る
陽
明
撃
批
判
に
闘
し
て
大
略
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
李
混
の
「
惇
習
録
論

『
惇
習
録
」
全
馳
胞
を
見
ず
に
陽
明
撃
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
(
二
十
五
頁
)
、
「
致
良
知
説
」
ま
で
を
含
め
て
の
批
判
が
展
開
さ
れ
る
の
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静
」
は
、
王
守
仁
の
「
心
即
理
説
」
と
「
知
行
合
一
説
」
と
を
批
判
し
て
い
る
が
、
「
致
良
知
説
」
に
封
し
て
は
言
及
が
な
い
、
即
ち
李
混
は

は
、
李
混
門
下
の
柳
成
龍
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
(
二
十
七
1
二
十
八
頁
)
。
な
お
右
に
い
う
柳
成
龍
に
よ
る
「
致
良
知
説
」
批
判
と
は
、
「
王
陽

明
以
良
知
詩
的
学
」
(
『
西
庄
集
』
巻
十
五
)
を
指
す
。
と
こ
ろ
で
肢
に
見
ら
れ
た
通
り
、
「
朱
陸
論
難
」
に
は
既
に
し
て
明
確
に
「
致
良
知
説
」
批

刊
の
言
辞
が
存
在
し
た
。
柳
成
龍
「
王
陽
明
以
良
知
矯
同
月
子
」

の
執
筆
時
期
は
特
定
し
得
な
い
も
の
の
、
「
朱
陸
論
難
」
は
本
格
的
に
「
致
良
知

説
」
批
判
を
行
っ
た
朝
鮮
最
初
期
の
文
献
と
い
う
音
山
味
で
も
資
料
慣
値
を
持
つ
。

(
4
)
陸
光
租
に
閲
す
る
一
次
資
料
(
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
)
に
は
、
陸
光
雄
の
王
守
仁
や
王
畿
に
封
す
る
箪
崇
敬
仰
の
念
や
王
畿
と
の
交
流
の

事
貫
生
寸
に
閲
し
て
は
確
認
し
得
る
も
の
の
、
そ
の
陽
明
的
晶
子
信
奉
の
内
賓
を
具
睦
的
に
示
す
資
料
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
程
蔑
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
弔
ア
根
書
「
朱
陸
論
難
」
は
陸
光
組
側
の
一
次
資
料
の
叫
献
を
補
い
陸
光
組
思
想
の
一
端
を
今
日
に
惇
え
て
く
れ
る
貼
で
も
、
少
な
か
ら
ぬ
資

料
的
債
値
を
有
す
る
と
三
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。



お

わ

り

陸
光
組
は
患
山
徳
清
・
紫
柏
達
観
・
雲
棲
株
宏
ら
の
僧
侶
達
と
直
接
の
交
流
を
持
つ
と
と
も
に
、
超
貞
吉
・
圧
遁
日
出
・
曾
同
亨
ら
の
士
人
達

と
も
出
世
の
念
や
悌
数
民
子
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
い
る
。
ま
た
王
守
仁
や
王
畿
に
封
し
て
深
い
寧
崇
敬
仰
の
念
を
示
す
と
と
も
に
、
李
世
達
と

固
っ
て
王
畿
を
講
舎
に
招
鴨
し
、
謝
廷
傑
や
王
敬
所
と
と
も
に
陽
明
書
院
の
復
興
に
圭
出
力
し
て
い
た
。
備
教
信
仰
に
せ
よ
王
監
宇
信
奉
に
せ
よ
王

守
仁
の
額
彰
に
せ
よ
、
陸
光
組
の
思
想
は
、
そ
の
思
想
傾
向
を
一
定
程
度
共
有
し
得
る
周
達
人
物
が
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
人
的
買
が
り
の
中

に
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
そ
の
陸
光
租
の
「
五
口
人
之
本
心
、
即
程
氏
之
本
心
、
其
心
非
有
二
也
o
」
「
若
嫌
子
同
種
、
涼
一
舎
却
本
心
而
不
随
一
干
、
日
疋
因
喧
而
廃
食
也
o
」

(
「
朱
陸
論
難
」
③
第
六
節
)
と
い
う
語
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
陸
光
組
に
あ
っ
て
は
、
儒
と
稗
と
に
封
し
て
、
あ
る
い
は
儒
家
中
の
程
朱
皐
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と
陸
王
墜
と
に
封
し
て
、
正
統
と
異
端
を
峻
別
し
闘
邪
崇
正
の
態
度
を
堅
持
す
る
と
い
っ
た
護
教
的
意
識
は
、
恐
ら
く
極
め
て
稀
薄
で
あ
っ
た

は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
陸
光
組
の
皐
間
態
度
は
、
陸
光
組
一
個
の
特
殊
個
別
な
事
例
等
で
は
決
し
て
な
く
、
恐
ら
く
は
昔
時
中
園
に
お

け
る
撃
問
的
風
試
の
一
端
を
確
か
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
貫
し
て
程
朱
墜
を
寧
崇
し
陸
王
撃
を
排
斥
す
る
立
場
を
採
り
績
け
た
。
「
中

園
の
附
学
術
は
多
岐
に
わ
た
る
が
朝
鮮
の
向
学
術
は
朱
子
事
一
連
倒
で
あ
る
。
」
と
は
先
に
も
輔
れ
た
張
維
の
述
懐
で
あ
る
が
、
張
維
の
同
時
代
人

一
方
の
手
根
室
町
は
そ
の
青
年
期
か
ら
晩
年
期
に
至
る
ま
で

で
あ
る
陸
光
租
と
手
根
書
を
一
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
張
維
の
護
言
は
昔
時
の
中
園
及
び
朝
鮮
の
時
代
思
潮
の
一
斑
を
確
か
に
惇

え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

再
ア
根
室
町
の
四
度
に
わ
た
る
赴
燕
の
う
ち
、
第
二
回
と
第
三
回
に
お
け
る
奏
請
の
主
目
的
は
祖
宗
の
出
自
や
朝
鮮
王
朝
成
立
に
係
る
誼
妄
を
晴

ら
し
、
そ
の
こ
と
を
明
記
し
た

『
大
明
舎
典
」
を
朝
鮮
に
持
ち
踊
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
第
四
回
に
お
け
る
奏
請
の
目
的
は
、
兵
糧
の
支
援
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及
び
王
世
子
(
光
海
君
)
に
封
す
る
加
封
を
中
園
皇
帝
か
ら
受
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
宗
主
国
に
し
て
大
中
華
た
る
中
国
に
事
え
る
こ
と
を
飴
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儀
な
く
さ
れ
た
朝
鮮
は
、
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
文
化
的
に
も
、
常
に
中
園
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
。
朝
鮮
に
お
け
る
未
子
準
に
封
す
る

出
現
し
、

紐
封
的
隼
崇
の
姿
勢
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
丈
服
中
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
そ
の
中
国
に
陽
明
亭
が

や
が
て
中
園
祉
舎
に
お
い
て
陸
王
皐
が
隆
盛
し
始
め
る
と
、
朝
鮮
人
士
は
む
し
ろ
い
っ
そ
う
程
朱
撃
を
純
粋
か
っ
強
固
に
信
奉
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
中
華
の
惇
統
を
死
守
す
る
者
と
し
て
の
白
負
と
於
持
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
「
守
仁
敢
以
朱
子
比
楊
・
墨
。
凡
隼
崇
朱
子
者
、

教
的
意
識
も
、

所
首
辞
而
聞
之
之
不
暇
。
山
間
安
忍
使
其
長
然
於
雨
属
之
杷
乎
。
」
(
「
文
廟
従
記
議
」
)
と
い
う
す
根
書
の
言
葉
に
端
的
に
表
れ
た
閲
邪
崇
正
の
護

ら
く
す
根
毒
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ

l
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
。
魚
有
鳳
「
朱
陸
論
難
」
の
「
肱
」
に
見
ら
れ
る
小
中
華
意
識
は
、
恐

詰(
1
)

『
明
史
』
巻
二
二
四
「
陸
光
租
」
o

以
下
の
官
歴
は
主
と
し
て
こ

の
『
明
史
』
本
停
に
よ
る
。

(
2
)

以
上
の
任
官
の
時
期
等
に
閲
し
て
は
、
主
と
し
て
『
陸
荘
筒
公
選

稿
』
巻
一
の
各
奏
疏
を
参
照
し
た
。

(
3
)
拙
稿
「
徐
階
研
究
」
第
四
章
第
二
節
。
『
宮
山
大
胆
字
数
養
部
紀

要
』
人
文
・
枇
舎
科
間
八
千
篇
第
二
十
四
巻
一
競
、
一
九
九
一
年
。

(
4
)

『
明
史
』
巻
一
九
三
「
最
前
」
、
『
明
史
」
巻
二
二
四
「
陸
光
租
」
、

前
掲
拙
稿
「
徐
階
研
究
」
第
五
章
第
二
節
。

(
5
)

『
明
史
』
春
二
二
四
「
陸
光
祖
」
「
居
正
輿
光
澗
同
年
相
善
、
欲

援
佐
川
助
、
光
租
無
読
随
。
」

(
6
)
曾
同
古
了
「
陸
荘
筒
公
光
組
惇
」
(
『
献
徴
録
』
巻
二
十
五
所
牧
)
、

『
績
戒
童
日
』
巻
十
八
「
向
幸
一
目
陸
荘
筒
公
」

0

(
7
)
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
六

ω
「
又
輿
張
太
巌
相
公
」
寓
暦
五
年
。

な
お
以
下
の
書
翰
も
参
照
。
問
中
在
六
幻
「
久
口
王
少
方
中
丞
」
寓
暦
五

年
、
巻
六
川
「
答
胡
雅
蔚
中
丞
」
高
暦
五
年
。

(
8
)
曾
同
亨
「
陸
荘
筒
公
光
組
惇
」
「
公
晩
乗
鈴
、
允
汲
汲
以
引
用
老

成
局
事
。
或
謂
公
日
。
公
何
不
登
用
後
進
筋
将
来
地
。
公
日
。
後
進

行
骨
固
有
知
而
用
之
者
。
若
老
成
人
、
漸
逼
桑
検
。
不
及
今
柄
用
、
終

老
巌
穴
尖
o
Z
A
口
何
敢
先
身
謀
而
後
図
家
也
o
」

(
9
)
「
罪
惟
録
」
列
停
、
巻
十
一
下
「
陸
光
組
」
「
及
局
家
宰
、
率
汲

汲
引
用
老
成
。
戎
日
。
登
用
後
進
、
可
矯
将
来
地
。
日
。
老
成
逼
桑

仏
側
、
不
及
今
用
之
、
奄
忽
岩
穴
実
。
五
日
不
敢
先
身
謀
而
後
園
山
本
。
世

稽
潟
中
興
吏
部
云
o
」
『
明
分
省
人
物
考
』
巻
四
十
王
「
陸
光
岨
」

「
蛍
光
祖
鈴
也
、
:
:
・
一
政
府
翁
親
知
覚
一
知
州
鉄
。
光
岨
吃
然
不

顧
。
故
有
稽
潟
枇
稜
臣
者
、
有
稽
矯
中
興
吏
部
者
、
誠
確
論
也
o
」

(
日
)
荒
木
見
悟
「
悌
数
居
士
と
し
て
の
陸
光
租
」
『
名
古
屋
大
開
晶
子
中
国

哲
且
(
子
論
集
』
第
三
競
、
二

O
O
四
年
。

(
日
)
曾
同
亨
「
陸
荘
筒
公
光
組
惇
」
「
公
白
少
留
心
内
典
。
然
得
其
精

130 
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髄
、
非
世
之
借
此
以
資
禅
柄
者
。
」

(
ロ
)
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
各
六
日
比
「
輿
峡
牒
周
踏
峰
八
十
四
品
羽
」

0

(
日
)
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
五
3

「
輿
張
太
巌
相
公
」
隆
慶
六
年
。

(
比
)
同
前
「
先
皇
龍
駅
上
賓
、
聖
主
沖
年
践
昨
、
而
翁
適
嘗
伊
周
輔
弼

之
任
。
開
布
公
誠
、
求
賢
報
園
、
穿
捜
耕
鈎
之
士
、
首
及
不
才

O

i
-
-
-
聞
命
以
来
、
漸
僅
交
集
。
」

(
日
)
同
前
「
但
某
精
柿
意
気
、
大
異
往
時
。
誠
恐
負
翁
之
琴
、
以
胎
翁

知
人
之
辱
。
故
進
退
之
計
、
頗
懐
憧
憧
o
」

(
日
)
『
陸
荘
筒
公
選
稿
』
巻
五
お
「
輿
越
大
洲
相
公
」

0

(
口
)
荒
木
見
情
「
超
大
洲
の
思
想
」
『
陽
明
皐
』
第
四
競
、
二
松
島
ナ
合

大
島
ナ
陽
明
的
晶
子
研
究
所
刊
、
一
九
九
二
年
。

(
同
)
『
陸
荘
簡
公
遺
稿
』
各
五
月
「
又
輿
迂
南
浜
司
馬
」
高
暦
二
年
。

な
お
直
前
の
書
翰
で
は
、
政
務
の
閑
暇
に
悌
典
、
を
味
讃
す
る
日
常
が

鰯
れ
ら
れ
て
て
い
る
。
同
前

η
「
輿
正
南
浜
司
馬
」
蔦
暦
二
年
「
僕

官
舎
寡
事
、
常
得
打
坐
閲
党
文
、
甚
遁
o
」

(
川
口
)
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
六
日
「
答
曾
見
塁
中
丞
」
寓
暦
四
年
。

(
却
)
『
惑
山
老
人
夢
遊
集
』
(
配
績
戚
経
、
二
一
七
冊
、
新
文
豊
山
川
版

公
司
)
巻
十
五
「
輿
陸
五
歪
太
宰
」
「
伏
惟
、
老
居
士
親
授
霊
山
附

嘱
、
来
此
末
法
、
現
宰
官
身
、
匡
持
像
数
。
数
十
年
来
、
法
門
九
鼎

一
紙
、
唯
老
居
士
一
身
捨
荷
。
山
崎
旧
居
常
濁
庭
山
林
、
毎
感
護
法
深

恩
、
未
嘗
不
潟
澗
交
願
也
o
」

(
幻
)
『
宗
統
編
年
』
(
日
績
裁
経
、
一
四
七
冊
)
巻
三
十
「
(
高
暦
)
己

丑
十
七
年
「
沙
門
員
可
募
刻
方
冊
大
戴
」
「
可
、
字
達
観
、
競
紫
栢
。

害
復
拐
巌
土
寸
。
以
大
蔵
京
板
印
購
煩
難
、
欲
易
党
爽
潟
方
加
、
使
於

流
通
。
上
首
道
開
法
本
、
慨
眉
矩
任
。
梼
夢
頑
・
陸
光
組
等
、
共
相

侶
琴
、
布
告
天
卜
。
今
之
嘉
禾
拐
巌
戒
経
是
也
o
」
な
お
紫
柏
達
観

と
帝
戴
逗
聞
は
こ
れ
に
先
立
つ
高
暦
十
四
年
丙
戊
、
方
冊
大
蔵
経
刊

刻
の
相
談
の
た
め
、
敢
山
山
徳
清
を
訪
問
し
て
い
る
。
『
感
山
老
人
夢

遊
集
』
(
目
績
裁
経
、
二
一
七
冊
)
巻
十
九
「
刻
方
冊
裁
経
序
」
「
蔦

暦
丙
戊
秋
、
達
観
大
師
・
密
寂
開
公
、
遠
路
東
海
、
訪
清
於
那
羅
延

堀
、
具
白
重
刻
方
珊
大
戒
因
縁
。
」
な
お
荒
木
見
悟
「
惑
山
徳
清
の

生
涯
と
そ
の
思
想
」
(
前
掲
『
陽
明
撃
の
展
開
と
悌
救
』
所
牧
)
頁

一
四
三
参
照
。

(
辺
)
荒
木
見
悟
前
掲
「
偶
数
居
士
と
し
て
の
陸
光
組
」

0

(
お
)
『
滋
土
目
辰
鐘
』
巻
十
(
日
績
裁
経
、
皿
山
一

O
九
)
「
明
蓮
池
大
師
、

詳
株
宏
、
杭
沈
氏
。
弱
冠
棲
心
悌
乗
。
:
:
:
隆
慶
辛
未
、
見
雲
棲
山

水
幽
寂
、
遂
結
十
卯
終
罵
。
・
:
:
師
濁
閥
浮
士
一
門
、
融
合
三
蔵
、
指

婦
惟
心
。
四
方
縞
白
、
頂
種
間
道
者
相
腫
。
名
公
巨
卿
如
陸
光
組
・

張
一
五
芥
・
病
夢
柏
・
陶
望
齢
・
虞
淳
腿
…
・
宋
麿
昌
輩
、
廃
不
心
折
蹄

依
o
」

(μ)

「
浮
土
資
糧
全
集
』
(
日
績
寂
経
、
一

O
八
朋
)
「
浮
土
資
糧
全
集

序
」
「
五
口
友
蓮
池
禅
師
、
得
仰
心
印
、
弘
法
東
南
。
所
接
的
学
人
、
不

論
根
器
利
鈍
、
倶
孜
孜
以
浄
土
佐
助
言
。
而
其
高
足
荘
居
士
、
恐
朽
腹

西
行
者
、
勢
難
前
進
一
、
乃
手
集
一
童
H

而
三
刻
之
。
特
篇
漸
機
同
志
設

大
縁
法
。
其
終
刻
者
、
名
目
伊
土
資
糧
全
集
。
:
:
:
居
士
名
麿
還
、

字
復
員
、
端
雅
有
道
之
士
也
。
明
蔦
暦
歳
次
乙
未
春
三
月
十
日
、
首

湖
五
蓋
居
士
陸
光
租
識
o
」
こ
の
序
文
は
『
陸
荘
筒
公
選
稿
』
未
牧

録。

(
お
)
同
前
「
慨
白
唯
心
浮
土
之
己
円
不
明
子
世
。
好
異
者
、
往
往
右
鵡
那

而
薄
往
生
。
蓮
池
禅
師
段
導
其
迷
津
。
」
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(
お
)
『
合
同
稽
畢
一
戸
門
湛
然
澄
禅
師
語
録
』
巻
四
「
小
参
」
(
目
績
蔵
経
、

一
二
六
珊
)
「
忍
者
支
部
向
書
五
牽
陸
公
、
受
悌
附
幅
明
、
乗
護
法
心
。

現
宰
官
相
、
遊
裟
婆
界
O
i
-
-
-
故
市
川
西
東
一
帯
備
法
、
莫
有
不
蒙
其

力
者
。
」

(
幻
)
『
明
史
』
巻
七
十
四
「
職
官
志
」
一
二
「
太
僕
寺
」
「
初
、
洪
武
四

年
、
置
群
牧
監
於
答
答
失
里
管
所
。
・
・
・
六
年
、
更
置
群
牧
監
於
治

州
、
旋
改
震
太
僕
寺
O
i
-
-
-
三
十
年
、
置
行
大
僕
守
於
北
平
。
:

永
梁
一
五
年
、
改
北
平
行
太
僕
寺
矯
北
京
行
太
僕
土
寸
。
十
八
年
、
定
都

北
京
、
遂
以
行
太
僕
寺
矯
太
僕
土
寸
。
:
:
:
其
奮
在
徐
州
者
、
改
矯
南

京
太
僕
寺
。
」

(
お
)
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
一

4

「
南
京
太
僕
寺
少
卿
請
告
疏
」
「
間
早

身
就
這
、
じ
於
蔦
版
元
年
正
月
到
任
記
。
」

(
却
)
『
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
五
ぬ
「
陽
明
書
院
一
ぶ
諮
生
」
の
題
下
原
注

に
「
陽
明
先
生
一
止
徳
突
出
少
卿
、
先
人
高
暦
発
酉
少
卿
」
と
あ
る
。

正
徳
八
年
発
酉
は
一
五
一
一
一
一
年
、
高
暦
元
年
発
酉
は
一
五
七
三
年
。

な
お
こ
の
注
は
陸
光
組
の
子
陸
基
忠
に
よ
っ
て
附
さ
れ
た
も
の
で
あ

る。

(
鈎
)
以
上
司
院
議
王
先
生
全
集
』
巻
二
十
「
郷
貢
士
陸
君
輿
中
停
略
」

(
社
)
『
龍
総
王
先
生
全
集
』
巻
十
五
「
天
心
授
受
加
」

(
犯
)
拙
稿
「
王
畿
の
講
学
活
動
」
(
『
富
山
大
挙
人
文
向
学
部
紀
要
』
第
二

十
六
波
、
一
九
九
七
年
)
「
天
心
の
曾
」
の
項
参
照
。

(
お
)
李
世
達
が
右
遇
政
か
ら
南
京
太
僕
守
卿
に
陸
任
し
た
の
が
隆
慶
六

年
十
二
月
戊
辰
、
南
京
太
僕
寺
卿
か
ら
都
察
院
右
余
都
御
史
巡
撫
山

東
に
除
任
し
た
の
が
寓
暦
二
年
四
月
己
未
で
あ
る
(
年
月
日
は
『
明

貫
録
』
に
よ
る
)

0

(
社
)
「
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
五
幻
「
輿
曾
見
憂
太
常
」
蔦
版
元
年
「
然

総
上
幽
問
、
謂
日
疋
仙
吏
所
居
、
一
快
也
。
復
得
侍
漸
落
兄
、
二
快

也。」

(
お
)
「
詩
経
』
小
雅
「
節
南
山
」
「
彼
節
南
山
、
維
石
巌
巌
。
赫
赫
師

手
、
民
且
ハ
爾
謄
。
」

(
お
)
「
龍
お
王
先
生
全
集
」
巻
七
「
南
遊
曾
紀
」
一
一
保
「
高
暦
発
酉
、

同
卿
漸
蓄
李
子
、
五
塁
陸
子
、
紙
詞
日
ハ
舟
迎
先
生
矯
南
総
之
命
日
。
」

同
二
候
「
漸
惹
李
子
、
五
塞
陸
子
、
倍
同
志
百
徐
人
謁
先
師
新
嗣
、

即
曾
於
耐
中
。
」
以
下
に
李
世
蓬
や
陸
光
組
と
王
畿
の
問
答
が
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
前
掲
拙
稿
「
王
畿
の
議
皐
活
動
」
「
南
諜
舎
」
の

依
参
照
。

(
幻
)
「
龍
鎗
王
先
生
全
集
』
巻
十
八
「
讃
淵
明
詩
偶
然
有
驚
於
心
因
取

惜
陰
名
甘
ハ
菰
刷
用
陶
韻
酬
同
志
諸
公
」
同
詩
及
び
そ
れ
に
和
し
た
陸
光

租
の
詩
の
公
文
は
、
荒
木
見
情
前
掲
「
偶
数
肘
士
と
し
て
の
陸
光

組
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
陶
淵
明
詩
中
の
「
惜
陰
」
と
は
、
『
陶
淵
明
集
』
巻
四
「
雑
詩
十

二
首
」
の
五
「
憶
我
少
壮
時
、
無
楽
自
欣
論
陣
。
:
・
・
古
人
惜
寸
陰
、

念
此
使
人
催
。
」
を
指
す
。

(
鈎
)
「
王
文
成
公
全
童
日
』
巻
三
十
二
「
年
譜
」
一
。

(ω)
同
前
、
正
徳
八
年
「
冬
十
月
至
徐
州
」
係
下
「
除
山
水
佳
勝
。
先

生
督
馬
政
、
地
僻
官
閑
、
日
奥
門
人
遊
滋
那
郡
漆
泉
問
。
月
タ
則
環

龍
湾
而
坐
者
数
百
人
、
歌
聾
振
山
谷
。
諸
生
随
地
請
正
、
跨
躍
歌
舞
。

奮
向
学
之
土
、
皆
H
来
漆
於
日
記
。
従
遊
之
衆
、
自
給
始
。
」

(
叫
)
「
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
五
お
「
陶
ハ
王
敬
所
中
，
水
」
(
寓
暦
元
年
)
「

時
時
過
陽
明
先
生
書
院
。
仰
止
之
問
、
偶
然
深
省
。
書
院
久
不
茸
理
、
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漸
至
類
壊
。
近
遇
向
学
使
謝
札
峯
公
過
激
、
特
潟
止
留
一
日
、
商
及
可

以
延
此
業
者
。
札
峯
即
椴
州
、
立
国
王
十
畝
、
震
修
調
合
友
之
費
。

此
方
出
薄
、
五
十
畝
一
歳
所
入
、
僅
得
敷
金
。
此
峯
更
欲
借
翁
之
重
、

使
書
院
、
水
永
可
存
、
而
来
島
ナ
有
所
臨
時
依
、
這
除
因
以
不
墜
也
。
未
省

何
如
o
」
『
明
賓
録
』
隆
慶
六
年
九
月
辛
亥
「
差
漸
江
蓮
御
史
謝
廷
傑

提
調
南
直
隷
墜
政
o
」
『
明
賓
録
』
寓
暦
二
年
三
月
甲
申
「
南
直
隷
提

督
随
一
千
政
樹
江
遁
御
史
謝
廷
傑
一
気
大
理
守
右
寺
丞
」

0

(
必
)
『
明
賓
録
』
蔦
版
元
年
五
月
戊
戊
。
王
守
仁
の
文
廟
従
紀
問
題
及

び
そ
れ
に
針
す
る
朝
鮮
側
の
受
け
止
め
方
に
関
し
て
は
夫
馬
進
「
高

暦
二
年
朝
鮮
使
節
の
「
中
華
」
岡
批
判
」
(
『
山
根
幸
夫
教
授
退
休
記

念
明
代
史
論
叢
』
(
上
)
汲
古
書
院
、
一
九
九

O
年
)
に
詳
し
い
。

(
幻
)
同
戸
口
問
「
山
田
(
リ
}

H

F

E
叶
}
H
O

巴
命
日
)
日
円
。
。
〈
O
H
H
N
O
ロ
c
m
E
Cロロ
O
H

当
日
口
問
阿
山
口

m
B
E
m
-
-
N
H
h弓
d
b
え
《
HSEQ~
夫
人
t
E
R
M
E
-礼

Nau

〈

c-

お
u
E
C
Y
]
E
P
E
g
、
拙
稿
「
王
守
仁
の
文
廟
従
杷
問
題

を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
園
と
朝
鮮
に
お
け
る
異
字
観
の
比
較
|
|
」
奥

崎
裕
司
編
『
明
清
は
い
か
な
る
時
代
で
あ
っ
た
か
|
|
思
想
史
論

集
』
(
汲
古
書
院
、
二

O
O
六
年
)
所
牧
、
朱
鴻
林
「
王
文
成
公
全

書
刊
行
輿
王
陽
明
従
杷
争
議
的
意
義
」
(
同
氏
『
中
園
近
世
儒
皐
賓

質
的
思
静
山
県
習
皐
』
北
京
大
同
学
出
版
世
、
二

O
O
五
年
所
牧
)
参
照
。

(
叫
)
『
龍
お
王
先
生
全
集
』
巻
六
「
答
五
墓
陸
子
問
」
「
寓
暦
庚
辰
春
、

先
生
遇
五
牽
陸
子
於
嘉
禾
舟
中
。
」
嘉
禾
は
嘉
興
府
の
雅
名
。

(
釘
)
同
前
「
陸
子
因
暴
大
慧
謂
若
要
径
裁
理
合
同
、
必
須
看
超
州
狗
子
加
盟
…

備
性
話
頭
O
i
-
-
-
陸
子
日
。
若
要
了
生
死
、
必
須
看
話
頭
。
若
日
ハ
山
寸

定
致
良
知
、
再
得
八
九
十
年
、
也
了
不
得
。
:
:
:
公
舎
不
得
致
良
知

四
五
十
年
、
精
神
流
注
在
此
。
己
有
師
承
、
且
了
世
間
法
、
幹
経
世

事
業
。
若
要
了
生
死
出
世
間
裏
、
必
須
看
話
頭
、
方
是
大
超
脱
。

:
:
:
先
生
日
。
:
:
:
若
要
合
致
良
知
、
口
力
看
箇
無
字
話
一
頭
、
己
県
是
信

不
及
。
・
・
・
子
信
得
良
知
未
深
。
・
・
・
蓋
師
門
蹄
重
在
儒
、
子
意
蹄

重
在
悌
。
:
:
:
子
既
潟
儒
、
還
須
組
迷
虞
周
、
放
法
孔
顔
、
共
究
良

知
宗
旨
、
以
篤
父
子
、
以
巌
君
臣
、
以
親
高
氏
、
普
済
天
下
、
紹
隆

千
聖
之
正
惇
。
儒
凶
晶
子
明
、
仰
向
学
盆
有
所
詮
o
」

(
必
)
ヰ
ア
根
需
の
惇
記
資
料
と
し
て
申
欽
「
海
平
府
院
君
月
一
け
す
公
紳
遁

砕
銘
」
(
『
象
村
稿
』
巻
二
十
六
、
影
印
標
勃
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
七

二
冊
)
、
金
向
憲
「
海
平
府
院
君
ヰ
ア
公
請
誼
行
状
」
(
『
清
陰
先
生

集
』
巻
三
十
七
、
影
印
標
貼
韓
国
文
集
叢
刊
、
第
七
七
冊
)
が
右
る
。

以
ド
、
そ
れ
ぞ
れ
申
欽
「
神
道
碑
銘
」
、
余
向
憲
「
行
状
」
と
略
稽

す
る
。

(
釘
)
熊
化
「
月
汀
先
生
集
序
」
(
『
月
汀
集
』
巻
山
白
)
「
ヰ
ア
子
固
氏
、
精

習
華
語
。
」
申
欽
「
神
道
碑
銘
」
「
尤
鯛
於
曜
、
主
口
華
語
。
華
使
至
、

公
必
蛍
之
。
隆
慶
丁
卯
、
詔
使
許
園
・
貌
時
亮
等
至
境
上
、
而
明
廟

升
題
、
官
一
廟
卿
位
。
吉
附
種
交
、
事
非
預
議
。
而
公
受
問
種
之
任
、

酬
酢
如
素
定
者
。
許
使
稽
之
日
。
佳
士
也
o
」
隆
慶
元
年
丁
卯
(
一

五
六
七
)
は
明
宗
二
十
二
年
。
同
年
六
月
に
明
宗
が
亮
去
し
、
七
月

一
H
に
宣
租
(
時
に
十
六
歳
)
が
。
即
位
し
て
い
る
。

(
必
)
『
月
一
け
集
』
巻
四
「
禦
胡
方
略
笥
」
「
匝
肉
念
鎮
紅
遊
撃
呉
宗
這
、

於
昔
年
我
園
被
兵
時
、
累
次
出
来
。
臣
遁
以
接
待
堂
上
、
得
数
数
款

接
。
以
粗
解
華
語
之
故
、
不
仮
通
官
、
得
以
通
情
。
」
『
月
汀
集
』
巻

五
「
奉
迭
越
念
植
存
性
如
京
序
」
「
余
於
己
丑
之
行
、
往
見
天
壇
。

舘
夫
以
余
暁
華
語
、
親
余
而
指
示
之
日
云
々
。
」
『
月
汀
集
』
巻
五

「
寄
呉
遊
撃
宗
道
書
」
「
軌
以
机
解
之
華
語
、
不
仮
惇
詩
、
獲
披
心
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曲
、
談
笑
無
阻
o
」
『
月
汀
集
』
巻
五
「
父
口
病
治
洲
童
H

」
「
又
得
屡
承

阿
除
、
杭
以
粗
解
之
華
語
、
不
仮
誇
停
、
得
披
心
曲
、
談
笑
無
問
、

詠
一
成
莫
逆
。
」
『
月
汀
集
』
別
集
、
を
四
「
漫
録
」
三
二
候
「
高
彦
明
、

謀
者
也
。
余
同
身
捧
華
語
。
故
高
有
時
来
見
我
。
」

(
却
)
『
月
汀
集
」
別
集
巻
四
「
漫
録
」
十
六
候
「
余
之
朝
京
凡
四
度
。

嘉
靖
丙
山
頁
、
以
書
朕
随
朴
濯
園
公
而
行
。
其
時
礎
部
尚
書
則
高
公
儀

也
o
」
「
月
汀
集
」
巻
四
「
文
刷
従
記
議
」
「
臣
於
嘉
靖
丙
ハ
貝
、
以
量
一
目

朕
赴
京
時
、
随
例
拝
聖
於
園
子
世
間
而
見
之
o
」
因
み
に
高
儀
の
礎
部

向
書
在
任
は
嘉
靖
四
十
五
年
四
月
か
ら
隆
慶
三
年
十
一
月
ま
で
で
あ

る。

(
叩
)
『
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
明
宗
二
十
一
年
十
月
十
三
日
庚
午
「
聖
節
使

朴
啓
賢
回
自
京
師
。
」

(
日
)
『
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
宣
租
六
年
二
月
二
十
八
日
己
卯
「
奏
請
使
李

後
白
、
弔
ア
根
喜
一
吋
、
主
回
状
官
ヰ
ア
卓
然
、
後
向
中
園
燕
京
o
」

(
臼
)
申
欽
「
神
道
碑
銘
」
「
球
大
酉
、
以
奏
請
副
使
朝
京
、
排
宗
話
。
」
金

向
憲
「
行
状
」
「
突
出
、
以
奏
請
副
使
朝
京
、
排
明
宗
系
諒
汚
o
」

『
月
汀
集
』
別
集
巻
四
「
漫
録
」
一
一
一
十
一
候
「
突
出
年
、
余
以
宗
系

奏
請
副
使
、
同
上
使
李
判
門
書
後
白
、
童
目
吠
ヰ
ア
漆
原
卓
然
赴
京
o
」

(
日
)
『
皇
明
岨
訓
」
(
中
園
史
皐
叢
主
目
白
『
明
朝
開
園
文
献
』
三
、
官
官
旦

湾
問
学
生
童
日
局
、
一
九
六
六
年
)
「
組
訓
首
章
」
「
一
、
四
方
諸
夷
」
僚

「
今
将
不
征
諸
夷
園
名
開
列
子
後
」
「
東
北
、
朝
鮮
岡
」
隻
行
注

「
即
高
麗
。
其
李
仁
人
、
及
子
李
成
桂
、
今
名
旦
者
、
自
洪
武
六
年

至
洪
武
二
十
八
年
、
首
尾
凡
拭
王
氏
四
王
。
姑
待
之
o
」
「
正
徳
大
明

舎
典
』
巻
九
十
六
、
離
部
、
朝
貢
、
「
皇
明
組
訓
」
東
北
「
朝
鮮

園
」
隻
行
注
「
即
高
麗
。
其
李
仁
人
、
及
子
李
成
社
、
今
名
旦
者
、

自
洪
武
六
年
至
洪
武
二
十
八
年
、
首
尾
凡
試
王
氏
四
王
。
姑
待

之
o
」
な
お
『
高
暦
曾
典
」
巻
一

O
五
、
雄
部
、
朝
貢
、
東
南
夷

「
朝
鮮
園
」
候
下
引
く
「
組
訓
」
も
同
文
。

(
日
)
「
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
太
組
三
年
六
月
十
六
日
甲
申
。

(
日
)
「
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
太
宗
三
年
十
一
月
十
五
日
己
丑
。

(
日
)
「
明
賓
録
」
嘉
靖
八
年
八
月
十
九
日
壬
午
「
朝
鮮
園
陪
臣
吏
曹
参

判
柳
淳
等
呈
言
。
本
園
租
李
日
一
、
不
係
李
仁
任
之
後
、
而
皇
明
租
訓

及
大
明
曾
典
所
載
、
倶
属
仁
任
。
じ
於
永
梁
及
正
徳
問
、
奏
請
改
正
、

倶
蒙
食
允
、
而
迄
今
向
未
行
。
今
幸
遇
重
修
合
同
典
、
乞
矯
改
正
。
礎

部
以
請
、
上
許
之
。
詔
開
途
史
館
、
纂
輯
擦
所
陳
建
園
本
末
。
」
『
明

賓
録
』
嘉
靖
四
十
二
年
九
月
二
十
九
日
甲
辰
「
朝
鮮
園
主
李
恒
復
上

書
、
続
其
先
世
不
出
李
仁
任
之
後
。
今
績
修
舎
典
、
向
未
頒
布
。
其

本
岡
宗
系
難
蒙
恩
董
正
、
請
の
著
始
祖
李
旦
父
李
子
春
之
名
、
庶
停

信
有
様
。
上
允
其
請
、
令
録
附
曾
典
本
候
之
末
、
勅
議
恒
知
之
o
」

李
恒
は
明
宗
。

(
日
)
「
朝
鮮
王
朝
貫
録
」
宣
組
修
正
賓
録
、
六
年
十
一
月
一
日
丁
丑

「
這
奏
請
使
李
後
白
、
ヰ
ア
根
毒
等
、
乞
将
宗
系
拭
逆
己
耕
一
誕
生
寸
事
、

増
入
績
修
曾
典
。
蓋
皇
朝
方
修
績
大
明
舎
典
故
也
。
種
部
尚
書
陸
樹

聾
生
寸
覆
題
目
。
操
稽
、
宗
系
各
有
本
源
、
既
輿
李
仁
任
不
向
。
又
謂

園
租
由
子
推
戴
、
亦
陶
ハ
試
王
氏
無
預
。
在
我
皇
組
之
大
訓
、
固
得
干

一
時
之
惇
問
。
在
伊
育
孫
之
緋
詞
、
(
貫
出
於
一
念
之
誠
孝
、
宜
念
其

世
菜
種
晶
表
、
克
篤
忠
勤
。
依
其
所
請
、
奉
聖
旨
、
該
園
前
後
奏
辞
、

備
細
纂
入
於
皇
租
賓
録
内
、
新
合
同
血
ハ
則
候
己
H
績
修
増
入
。
」

(
同
)
「
明
賓
録
」
寓
暦
十
五
年
一
月
十
五
日
甲
辰
「
大
率
土
中
時
行
等
、

進
重
修
大
明
合
回
典
。
」
『
明
賓
録
』
高
層
十
五
年
六
月
二
十
一
日
己
卯
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「
命
礎
部
刻
大
明
合
同
典
、
頒
行
天
卜
。
」
因
み
に
『
蔦
暦
舎
血
ハ
」
巻

首
所
牧
の
「
御
製
重
修
大
明
舎
典
序
」
の
末
尾
に
は
「
蔦
暦
十
王
年

一
一
月
十
六
日
」
の

H
付
が
附
さ
れ
て
い
る
。

(
m
w
)

『
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
宣
組
修
正
賓
録
、
官
租
二
十
二
年
十
月
一
日

乙
亥
「
聖
節
使
工
曹
参
判
手
根
毒
、
廻
白
京
師
。
帝
降
効
、
頒
賜
曾

典
全
部
。
初
、
根
毒
之
行
、
粂
潟
奏
請
頒
降
下
一
面
候
所
載
合
同
典
全
部
。

帝
特
命
宣
示
秘
史
所
載
本
園
世
系
正
本
、
投
頒
賜
舎
典
全
編
、
宣
勅

子
皇
極
門
内
o
」
申
欽
「
榊
這
碑
銘
」
「
己
丑
。
宣
廟
以
宗
誼
小
木
章
雲
、

舎
典
不
剖
降
、
特
筒
公
申
奏
粂
進
賀
使
朝
京
。
公
敷
奏
明
允
、
誠
渇

辞
達
。
礎
部
向
圭
日
子
慎
行
見
其
文
、
大
異
之
日
。
藩
邦
有
人
失
。
皇

上
特
命
宣
示
内
閣
聡
史
所
載
本
岡
世
系
正
本
、
詑
頒
舎
典
全
編
。
由
民

勅
子
皇
極
門
内
。
」

(ω)
余
向
憲
「
行
状
」
「
先
是
、
食
弘
・
寅
廷
浅
等
亦
緋
宗
一
述
。
難
得

准
勅
而
来
、
然
園
史
改
纂
、
事
有
至
難
、
許
而
不
遂
。
至
是
始
乃
快

視
成
書
。
組
宗
二
百
年
深
寛
至
痛
、
昭
雪
如
日
星
附
柄
、
無
復
遺
憾
。

君
子
謂
、

H

疋
慶
也
賓
由
宣
刷
積
誠
所
感
、
而
公
之
専
封
之
力
居
多

云
。
」
な
お
右
文
中
に
言
及
の
あ
る
黄
廷
惑
(
宣
相
十
七
寓
暦
十
二

年
五
月
一
一
一

H
J
十
一
月
一
日
)
、
食
弘
(
宣
租
二
十
寓
暦
十
五
年
十

月
十
H
l
宣
組
二
十
一
高
暦
十
六
年
三
月
二
十
八
日
)
は
、
そ
れ
ぞ

れ
奏
請
使
、
謝
思
使
の
正
使
と
し
て
手
根
需
に
先
だ
っ
て
赴
燕
し
て

い
る
(
括
弧
内
は
そ
れ
ぞ
れ
出
後
と
踊
朝
を
記
す
『
官
一
組
賓
録
』
の

年
月
日
)

0

『
貫
録
』
に
よ
れ
ば
、
苦
(
廷
識
は
『
合
典
』
中
の
常
該
改

正
箇
所
全
文
を
抄
録
し
た
も
の
を
持
ち
婦
っ
て
お
り
、
ま
た
合
弘
は

首
該
改
正
箇
所
を
八
百
む
『
曾
典
』
一
加
を
持
ち
踊
っ
て
い
る
。

(
日
)
『
蔦
暦
舎
典
」
巻
一

O
五
、
雄
部
、
朝
貢
、
東
南
夷
「
朝
鮮
図
」

「
先
是
永
栄
元
年
、
其
園
王
具
奏
世
系
不
係
李
仁
任
之
後
、
以
続
明

組
訓
所
載
試
逆
事
。
詔
許
改
正
。
正
徳
・
嘉
靖
中
、
屡
以
震
請
、
比
白

賜
救
奨
論
罵
。
高
暦
三
年
、
使
臣
復
申
前
請
、
詔
附
史
館
編
輯
。
今

銀
子
後
。
」
以
下
に
李
成
桂
の
世
系
を
記
す
。
な
お
『
春
明
夢
鈴

録
』
巻
因
。
、
礎
部
、
外
蕃
「
附
高
麗
統
系
」
の
僚
参
照
。

(
臼
)
「
月
汀
集
』
附
録
「
朝
天
録
」
巻
首
、
陸
吋
救
「
刺
天
録
紋
」

「
歳
己
丑
、
朝
鮮
大
夫
手
下
回
氏
者
、
奉
其
王
命
、
献
見
天
子
。
因

葉
其
愛
靭
以
至
輩
下
所
潟
詩
文
若
干
首
、
題
之
日
朝
天
録
。
」
紋
に

は
「
詩
文
」
と
あ
る
が
『
月
汀
集
』
附
録
所
収
の
「
朝
天
録
」
は
詩

七
二
首
の
み
を
収
め
る
。
弔
ア
根
毒
の
著
作
は
壬
辰
倭
乱
等
の
兵
火
に

よ
っ
て
多
く
が
散
供
し
、
現
存
す
る
も
の
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
。
金
向
憲
「
月
汀
先
生
集
股
」
朴
弼
周
「
月
汀
す
先
生
別
集

序
」
(
い
ず
れ
も
『
月
汀
集
』
所
枚
)

0

(
臼
)
「
月
汀
集
」
別
集
、
巻
四
「
漫
録
」
八
傍
「
M
T
午
冬
、
以
奏
請
使

如
京
。
輿
副
使
崖
立
之
、
主
目
朕
申
敬
叔
、
到
蔚
州
o
」
(
崖
宣
字
立
之
、

申
欽
字
敬
叔
)
岡
、
二
五
僚
「
寓
暦
二
十
二
年
甲
午
、
奥
副
使
桂
同

知
笠
、
以
請
立
世
子
請
兵
請
糧
事
如
京
。
」

(
叫
)
「
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
宣
租
二
十
五
年
四
月
二
十
五
日
戊
午
。

(
出
)
「
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
宣
租
修
正
賓
録
、
官
一
組
二
十
八
年
三
月
一
日

甲
成
。

(
侃
)
『
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
宣
組
二
十
八
年
一
月
十
五
日
戊
子
「
賓
廃
大

臣
啓
日
。
伏
見
奏
請
使
す
根
寄
書
状
、
則
請
封
世
子
事
、
因
櫨
部
題

本
、
未
蒙
皇
上
準
可
、
極
策
骸
悶
。
此
事
遁
奥
中
朝
所
忌
言
者
相
値
、

故
以
至
於
此
。
」

(
釘
)
①
官
一
組
三
十
六
年
五
月
十
六
日
辛
未
(
奏
請
使
金
信
一
辺
、
②
宣
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組
三
十
六
年
十
二
月
七
日
戊
子
(
謝
恩
使
南
瑳
)
、
③
白
日
組
三
十
七

年
間
九
月
十
四
日
平
卯
(
奏
請
使
李
廷
亀
)
、
④
賃
組
三
十
七
年
十

一
月
二
十
五
日
辛
丑
(
大
明
雄
部
)
等
の
僚
が
、
奏
請
不
許
可
の
記

事
を
掲
載
し
て
い
る
(
い
ず
れ
も
『
朝
鮮
王
朝
賓
録
」
首
該
年
月
日

候
)

0

(
m
m
)

前
注
の
①
④
等
の
侠
を
参
照
。

(ω)
『
光
海
君
日
記
』
即
位
年
二
月
二
日
己
未
。

(
刊
)
『
明
賓
録
』
高
隔
世
三
十
六
年
十
月
二
十
六
日
庚
反
「
礎
部
言
。
朝

鮮
次
子
襲
封
、
巳
経
多
官
勘
賓
。
臣
部
疏
請
、
不
膏
再
三
。
伏
望
蚤

漁
論
音
以
信
令
甲
。
得
旨
。
金
口
長
立
少
、
原
非
綱
常
正
理
。
但
臨
海

君
銑
己
久
廃
、
光
海
君
住
民
共
推
、
情
有
可
亮
。
且
事
在
夷
邦
、
姑

従
其
使
、
准
奥
冊
封
。
其
差
官
照
隆
慶
元
年
例
行
。
」

(
礼
)
以
上
、
小
野
和
子
『
明
季
窯
藍
ア
|
束
林
黛
と
復
利
|
|
』
頁

一
七
五
、
一
九
一
以
下
、
三
三
五
参
照
(
同
朋
合
、
一
九
九
六
年
)

0

(η)

『
朝
鮮
王
朝
賓
録
』
宣
組
三
十
六
年
十
二
月
七
円
戊
子
「
時
、
中

朝
雄
立
太
子
、
而
皇
上
意
在
一
脂
王
、
故
我
園
冊
封
奏
請
、
正
犯
所
忌
、

毎
魚
種
部
所
温
、
謂
一
噛
王
就
園
後
来
請
則
可
従
云
。
」
一
帽
王
に
封
ぜ

ら
れ
た
常
淘
が
賓
際
に
王
府
に
赴
く
(
就
園
、
之
園
)
の
は
、
高
暦

四
十
二
年
三
月
で
あ
る
。

(
口
)
申
欽
「
神
道
碑
銘
」
「
少
好
準
、
従
事
於
性
理
之
書
。
如
通
書
・

経
世
書
・
東
西
銘
・
太
極
圏
説
、
康
不
師
承
。
訪
退
渓
李
混
、
南
冥

曹
植
、
論
朱
陸
同
異
、
得
其
印
詮
。
退
渓
稽
日
。
子
同
聡
穎
絶
倫
、

他
日
造
詣
必
遠
。
従
成
牛
渓
湾
、
本
十
栗
谷
現
遊
、
潟
莫
逆
交
。
骨
橋

公
文
雅
、
世
竿
其
比
云
。
」
余
向
憲
「
行
状
」
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の

記
載
が
あ
る
。

(
九
)
「
月
汀
集
」
別
集
、
巻
四
「
漫
録
」
一
一
一
一
一
候
「
少
時
以
黄
華
紙

作
所
、
請
法
主
目
子
退
渓
先
生
。
先
生
惟
察
部
康
節
詩
。
其
中
一
律
有

云
。
:
:
:
他
詩
率
多
此
意
、
漏
冊
皆
愛
閑
不
趨
名
利
之
語
。
最
退
渓

預
知
我
愛
官
職
不
肯
退
之
意
、
而
於
頂
門
上
加
一
針
耶
。
又
毎
見
牛

渓
、
常
勤
我
休
官
村
居
。
:
:
:
宣
意
年
過
者
而
向
且
貧
慾
不
肯
退
子
。

退
渓
・
牛
渓
倶
日
疋
有
先
見
而
然
也
。
毎
一
思
之
、
佐
川
之
毅
然
。
」
ま

た
「
月
汀
集
」
巻
こ
に
は
「
西
湖
別
栗
谷
」
の
詩
が
牧
め
ら
れ
て
い

る。

(
お
)
前
掲
拙
稿
「
壬
守
仁
の
文
廟
従
杷
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
園
と

朝
鮮
に
お
け
る
異
準
観
の
比
較
|
|
」
。

(
同
)
「
宣
組
(
貫
録
』
宣
組
三
十
三
年
三
月
辛
酉
。

(
竹
)
「
宣
祖
(
貫
録
』
宣
祖
三
十
四
年
正
月
辛
丑
二
日
。

(
何
日
)
「
宣
祖
(
貫
録
』
宣
祖
三
十
四
年
正
月
発
亥
二
十
四
日
。

(
内
)
「
又
以
醇
侃
之
議
、
進
陸
九
淵
従
記
。
朱
陸
之
時
師
、
難
未
易
還
ニ
一
日
、

而
我
図
版
専
向
朱
子
之
島
ナ
、
而
朱
子
一
謂
陸
子
静
分
明
日
比
調
。
今
乃
進

陸
於
従
杷
之
列
、
使
興
朱
子
並
列
於
雨

v

版
之
問
、
未
見
其
可
也
o
」

(
剖
)
「
守
仁
敢
以
朱
子
比
楊
・
塁
。
凡
尊
崇
朱
子
者
、
所
首
辞
而
閥
之

之
不
暇
。
向
安
忍
使
其
曇
然
於
雨
庫
川
之
杷
乎
o
」

(
m
u
)

鄭
寅
並
日
『
陽
明
準
演
論
』
「
朝
鮮
陽
明
皐
汲
」
「
蒼
同
鄭
寅
並
回
全

集
』
(
第
二
冊
、
延
世
大
事
校
出
版
部
、
一
九
八
三
年
、
初
出
は
一

九
三
三
年
)

0

(
位
)
「
諮
火
口
集
」
附
『
鐙
谷
漫
筆
』
巻
一
「
中
園
内
学
術
多
岐
。
有
正
皐

号
、
有
精
附
字
号
、
有
丹
墜
号
、
有
閑
字
程
朱
者
、
間
宇
陸
氏
者
、
門
径
不

一
。
而
我
園
則
無
論
有
識
無
識
、
挟
策
讃
書
者
、
皆
稽
諦
程
朱
、
未

聞
有
他
皐
罵
。
畳
我
園
士
習
、
果
賢
於
中
岡
耶
。
日
、
非
然
也
。
中
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園
有
向
学
者
、
我
園
無
亭
者
。
蓋
中
園
人
材
志
趣
、
頗
不
破
破
。
時
有

有
志
之
士
、
以
賓
心
向
準
。
故
隠
其
所
好
、
而
所
同
学
不
向
。
然
往
往

各
有
賓
得
。
我
園
則
不
然
。
離
飢
拘
束
、
都
無
志
気
、
但
間
程
朱
之

島
ナ
世
所
貴
重
、
口
遁
而
貌
等
之
而
己
。
不
唯
無
所
一
謂
雑
向
学
者
、
亦
何

嘗
有
得
於
正
皐
也
。
警
猶
墾
土
播
種
、
有
秀
有
賓
、
而
後
五
穀
輿
梯

稗
可
別
也
。
十
た
然
赤
地
之
上
、
敦
潟
五
穀
、
敦
潟
梯
稗
者
哉
o
」
(
影

印
標
黙
韓
国
文
集
叢
刊
、
第
九
二
冊
)
。

(
出
)
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
上
、
八
九
保
亘
子
者
於
稽
氏
之
説
、
直

須
如
淫
馨
美
色
以
遠
之
。
不
爾
、
則
駿
援
然
入
於
其
中
会
。
」

(
判
例
)
王
守
仁
文
廟
従
犯
決
定
を
記
す
『
園
権
』
高
暦
十
二
年
十
一
月
庚

寅
の
僚
に
は
、
信
事
講
に
よ
る
従
杷
L
L
請
に
封
し
て
賛
否
の
立
場
を

と
っ
た
官
僚
達
の
名
が
具
躍
的
に
列
拳
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
見
て
も
、
従
杷
反
封
泳
は
江
北
出
身
者
、
賛
成
泳
は
江
南
出
身
者

と
い
う
傾
向
が
明
確
に
看
取
さ
れ
る
。
前
掲
拙
稿
「
王
守
仁
の
文
廟

従
杷
問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
|
中
岡
と
朝
鮮
に
お
け
る
異
準
観
の
比
較

|
|
」
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
文
廟
従

杷
決
定
以
前
か
ら
岐
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
許
位
到
『
荷
谷
集
』
「
朝

天
記
」
中
、
高
暦
二
年
八
月
二
十
日
辛
酉
「
晴
。
是
目
、
謁
園
子
監

O

i
-
-
-
有
庭
大
府
高
淳
勝
人
楊
守
中
競
致
益
者
。
:
:
:
余
問
守
中
日
。

王
陽
明
之
皐
何
如
。
日
。
陽
明
車
説
良
知
、
正
日
疋
偏
向
学
。
余
日
。
然

則
今
日
何
以
推
崇
陽
明
者
衆
、
至
欲
奉
従
杷
之
典
乎
。
守
中
及
二
三

監
生
不
記
姓
名
者
答
日
。
此
亦
非
天
下
之
通
論
。
南
人
比
白
隼
陽
明
。

而
北
人
則
排
斥
之
。
故
従
杷
之
議
、
今
向
未
定
也
o
」
(
影
印
標
貼
韓

園
文
集
叢
刊
、
第
五
八
加
)

0

(
釘
)
嘉
正
「
江
西
通
志
』
を
六
十
九
、
人
物
、
南
昌
府
「
徐
即
登
、
豊

城
人
。
蔦
暦
進
士
。
師
事
同
邑
都
御
史
李
材
。
常
材
ハ
呂
濃
南
時
、
奏

緬
捷
中
蘇
御
史
之
議
、
逮
繋
獄
。
印
登
一
馬
礎
部
官
、
暇
即
獄
中
受
業

O

i
-
-
天
啓
六
年
卒
、
年
八
十
有
二
o
」
『
千
頃
堂
書
目
」
巻
一
「
徐
即

登
易
説
九
巻
。
字
徳
俊
、
別
競
匡
獄
、
豊
城
人
。
李
材
弟
子
。
高
暦

発
未
進
士
。
河
南
按
察
使
o
」
李
材
一
人
を
立
惇
す
る
『
明
儒
皐

案
』
巻
三
十
一
「
止
修
墜
案
」
に
は
「
明
宗
録
、
豊
城
徐
即
登
献
和

著
」
七
僚
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
い
う
『
明
宗
録
』
と

は
『
儒
皐
明
宗
録
』
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
明
史
」
巻
九
十

八
、
雲
文
志
、
子
類
儒
{
衣
類
「
徐
却
登
儒
撃
明
宗
録
二
十
五
省
」

0

(
鉛
)
『
月
汀
集
」
別
集
、
巻
四
「
漫
録
」
「
記
徐
剖
ゑ
排
陸
皐
語
」
「
慶

東
軍
門
李
材
山
子
孟
誠
、
披
見
羅
先
生
、
江
西
理
草
人
。
力
排
陸
撃
。

同
旦
問
徐
即
登
、
以
門
人
唱
和
同
力
、
共
排
陸
皐
。
見
羅
免
時
人
所

忌
、
遠
一
繭
津
州
。
徐
印
登
以
翰
林
山
身
、
在
北
京
従
官
。
痛
其
師
非

罪
逮
誠
、
向
願
第
一
噛
建
文
提
督
。
:
・
・
其
第
一
拍
建
文
提
督
時
、
於
庭

慮
皐
宮
、
以
木
板
作
扉
風
、
大
字
題
其
扉
而
而
刻
之
日
。
」
以
下
に

長
文
の
引
山
が
績
く
。
そ
の
末
尾
近
く
に
は
確
か
に
「
以
暗
慾
殺
身
、

以
虐
政
殺
民
、
以
貨
財
殺
了
孫
、
以
向
学
術
殺
天
下
後
世
、
士
君
子
不

可
有
此
罪
過
。
」
と
の
一
節
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
「
漫
録
」
所
載

の
資
料
に
よ
る
限
り
、
「
以
皐
術
殺
天
下
後
世
」
云
々
は
必
ず
し
も

王
守
仁
を
名
指
し
で
攻
撃
す
る
言
葉
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

(
幻
)
『
明
儒
皐
案
』
巻
三
十
一
「
止
修
皐
案
」
巻
首
「
見
羅
従
墜
於
郡

東
廓
、
固
亦
王
門
以
下
一
人
也
o

而
別
立
宗
旨
、
不
得
不
別
潟
一
案
。

今
講
止
修
之
島
ナ
者
、
興
起
未
支
、
其
以
救
良
知
之
弊
、
則
亦
王
門
之

孝
子
也
o
」
な
お
こ
の
按
語
は
中
華
書
局
本
に
は
見
え
な
い
。
今

『
黄
門
示
義
全
集
』
第
七
血
山
(
幅
削
江
古
籍
出
版
枇
)
所
枚
に
よ
る
。
李

137 



500 

材
の
思
想
的
立
場
に
つ
い
て
は
吉
田
公
平
「
李
見
羅
の
思
想
」
(
『
日

本
中
同
率
曾
報
』
第
二
十
七
集
所
収
、
一
九
七
五
年
)
を
参
照
。

(
∞
∞
)
徐
邸
登
が
陽
明
墜
を
講
ず
る
人
物
で
あ
っ
た
と
す
る
資
料
も
存
在

す
る
。
嘉
正
『
河
南
通
志
」
巻
五
十
四
名
宵
「
徐
即
登
、
字
匡
獄
、

江
凶
人
。
進
士
。
高
暦
三
十
一
年
、
任
陳
州
兵
備
。
盗
靖
民
安
、
日

集
輩
弟
子
議
挑
江
之
内
子
、
従
者
甚
衆
。
著
有
明
宗
録
等
書
。
」

(
約
)
越
存
性
(
字
守
初
、
競
龍
湖
、
一
王
五
四
!
一
六
二
八
)
は
宣
澗

二
十
六
年
(
一
五
九
三
)
と
光
海
君
四
年
(
一
六
二
一
)
の
二
度
、

赴
燕
し
て
い
る
。
金
山
川
憲
『
清
陰
集
』
巻
二
十
七
「
贈
議
政
府
領
議

政
昭
敏
超
公
紳
道
碑
銘
井
序
」
(
影
印
標
黙
韓
国
文
集
叢
刊
、
第
七

七
冊
)
そ
し
て
手
根
毒
「
奉
迭
越
余
植
存
性
如
京
序
」
冒
頭
の
記

述
か
ら
、
嘗
該
の
赴
燕
は
超
存
性
二
度
目
の
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
。

(
卯
)
『
月
汀
集
』
虫
色
二
「
嬢
陽
君
関
令
公
伯
春
以
奏
請
副
使
如
京
、
詩

以
隙
行
」
第
六
首
「
千
年
正
皐
考
亭
門
、
誰
致
良
知
反
白
昏
。
更
嘱

君
行
勤
訪
問
、
武
陵
今
復
関
淵
源
。
」

(
川
出
)
例
え
ば
す
根
寄
と
同
時
代
人
で
あ
っ
た
李
現
に
も
以
ド
の
整
一
百
が

あ
る
。
『
栗
谷
全
書
』
巻
三
十
一
「
語
録
」

L
L

、
二
七

O
侠
「
王
守

仁
則
以
矯
朱
子
之
害
甚
於
洪
水
猛
獣
之
輔
。
其
問
一
子
可
知
。
而
中
朝
至

乃
従
記
於
聖
廟
云
。
中
朝
之
向
学
、
一
吋
知
o
」
ま
た
こ
れ
よ
り
先
、
中

園
に
お
い
て
王
守
仁
を
文
廟
に
従
記
す
る
動
き
が
あ
る
と
の
情
報
を

得
て
い
た
許
錆
は
高
暦
二
年
、
自
ら
願
い
出
て
燕
行
使
に
加
わ
り
、

中
園
に
お
け
る
陽
明
学
許
に
関
す
る
賓
地
見
聞
を
企
凶
回
し
た
。
許
位
剖

が
出
合
同
っ
た
中
園
人
士
の
多
く
は
陽
明
墜
に
封
し
て
肯
定
的
で
あ
り
、

許
笥
は
そ
の
つ
ど
、
深
い
失
望
の
念
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
夫
馬
進

前
掲
「
寓
暦
二
年
朝
鮮
使
節
の
「
中
華
」
園
批
判
」
参
照
。

(
幻
)
「
月
汀
集
」
別
集
、
巻
四
「
漫
録
」
一
二
三
候
「
曾
於
内
寅
年
赴
京
、

間
康
節
生
喜
一
樹
上
生
之
説
於
岡
子
墜
正
陸
光
岨
。
一
一
百
此
乃
中
朝
俗
諺

也
c
」
な
お
「
生
重
樹
上
生
」
を
め
ぐ
る
陸
光
組
と
の
問
答
は
「
朱

陸
論
難
」
の
⑦
「
奥
陸
皐
正
問
目
附
答
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(
問
)
徐
敬
徳
『
花
湾
先
生
文
集
』
巻
三
「
年
並
巴
明
宗
二
十
一
年
内
寅

係
「
す
月
汀
根
毒
奉
使
知
京
師
。
時
陸
公
光
岨
震
園
子
向
学
正
、
岡
本

園
有
能
知
孔
孟
心
法
箕
子
時
数
者
乎
。
ヰ
ア
公
乃
以
先
生
及
寒
陪
・
静

惹
諸
先
生
針
。
」
(
影
印
標
黙
韓
図
文
集
叢
刊
、
第
二
四
冊
)

0

(
似
)
「
至
子
能
知
孔
孟
心
法
箕
子
臨
時
数
者
、
一
一
記
其
住
居
某
慮
姓
名

賓
事
。
」
と
い
う
陸
光
租
の
語
を
奉
げ
た
上
で
、
山
佳
致
遠
以
下
十
六

名
の
名
と
そ
の
略
歴
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
確
か
に
金
宏

弼
・
越
光
祖
・
徐
敬
徳
の
三
名
も
合
ま
れ
て
い
る
。

(
郎
)
「
陸
荘
筒
公
遺
稿
」
巻
一

4

「
南
京
太
僕
守
少
卿
請
告
疏
」
「
嘉

靖
四
十
四
年
国
籍
。
隆
慶
六
年
十
月
初
八
日
起
補
前
職
。
縞
念
臣
罪

慶
八
年
。
」
同
巻
五
6

「
答
張
宵
甫
中
丞
」
(
隆
慶
六
年
)
「
臣
:
:
:

野
臥
七
八
年
。
」
同
巻
五
8

「
答
陳
心
穀
吏
部
」
(
隆
慶
六
年
)
「
比

僕
野
居
八
載
。
」

(
%
)
「
朱
陸
論
難
」
③
「
附
陸
皐
正
答
書
」
の
末
尾
に
は
「
大
明
園
子

監
事
正
陸
光
組
敬
復
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
園
子
監
皐
正
が
す
根
毒

側
の
惇
文
の
誤
り
で
は
な
く
陸
光
組
の
白
稀
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
一
訟

で
き
る
。

(
釘
)
「
陸
荘
筒
公
遺
稿
』
巻
首
、
張
延
登
「
陸
荘
筒
公
遺
稿
序
」
「
公

平
生
著
述
甚
富
。
浸
後
不
戒
子
火
、
公
子
工
部
君
、
牧
拾
残
鉄
、
僅

得
若
干
巻
、
名
H
遺
稿
。
」
同
巻
一
2
「
溶
豚
知
豚
奏
水
患
異
常
厚

加
濁
岨
疏
」
末
尾
陸
幕
忠
識
語
「
蓋
先
人
童
日
棲
、
不
戒
於
火
。
凡
所

138 



501 

存
士
円
今
書
籍
、
一
僚
而
差
。
雄
前
四
篇
断
筒
、
亦
不
可
得
。
言
之
痛
心
。

今
此
稿
、
皆
従
親
友
庭
録
来
。
故
需
遅
至
今
、
亦
未
能
全
耳
。
男
基

忠
識
。
」

(
侭
)
『
河
南
程
氏
遺
書
』
巻
二
十
一
下
、
七
係
「
書
一
百
天
位
以
天
秩
。
天

有
是
理
、
聖
人
循
而
行
之
、
所
謂
這
也
。
聖
人
本
天
、
稗
氏
本

、心。」

(
m
m
)

『
朱
文
公
文
集
』
巻
三
十
「
答
張
欽
夫
」
「
且
如
盟
伴
氏
撃
拳
竪
携
、

運
水
般
柴
之
説
、
山
豆
不
見
此
心
、
量
不
識
此
心
。
而
卒
不
可
奥
入
亮

舜
之
社
迫
者
、
正
気
不
見
天
理
而
専
認
此
心
以
局
主
宰
。
故
不
兎
流
於

白
私
耳
。
前
輩
有
言
聖
人
本
天
、
調
停
氏
本
心
、
蓋
謂
此
也
o
」

(
則
)
「
心
」
を
直
裁
に
肯
定
す
る
程
氏
の
立
場
と
は
、
さ
し
あ
た
り
馬

組
道
一
(
七

O
九
l
七
八
八
)
)
や
黄
葉
希
運
な
ど
洪
州
柿
の
存
在

を
想
起
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
「
即
心
是
悌
」
「
即
心
即
悌
」
は

彼
ら
の
語
録
に
頻
出
す
る
。
入
矢
義
高
『
馬
組
の
語
録
』
(
樟
文
化

研
究
所
、
一
九
八
四
年
)
、
入
矢
義
高
『
惇
心
法
要
・
宛
陵
録
』
(
筑

摩
書
房
、
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(m)
朱
業
『
中
庸
章
句
』
序
「
必
使
道
心
常
億
一
身
之
主
、
而
人
心
毎

聴
ム
叩
駕
、
則
危
者
{
女
、
微
者
著
、
而
動
静
云
潟
、
自
任
…
過
不
及
之
差

実
。
」
『
惇
習
録
』
上
、
十
候
「
愛
問
。
道
心
常
潟
一
身
之
主
、
而
人

心
毎
聴
命
。
以
先
生
精
一
之
訓
推
之
、
此
語
似
有
弊
。
先
生
日
。
然
。

心
一
也
o

未
雑
於
人
謂
之
道
心
、
雑
以
人
偏
謂
之
人
心
。
人
心
之
得

其
正
者
即
遁
心
。
道
心
之
矢
其
正
者
町
人
心
。
初
非
有
二
心
也

O

i
-
-
-
今
日
、
道
心
潟
主
、
而
人
心
聴
命
、
是
二
心
也
o
」

(
服
)
『
惇
羽
白
銀
」
上
、
二
七
係
「
梁
円
学
問
。
居
敬
窮
理
是
雨
事
。

先
生
以
矯
一
事
、
何
如
。
先
生
日

0

・
・
・
公
且
逗
居
敬
是
如
何
、
窮

理
H

疋
如
何
。
目
。
居
敬
是
存
養
工
夫
、
窮
理
是
窮
事
物
之
理
。
日
。

存
養
箇
甘
向
。
日
。
日
定
存
養
此
心
之
-
大
理
。
目
。
如
此
亦
只
是
窮
理
失
。

日
。
且
這
如
何
窮
事
物
之
理
。
日
。
如
事
親
、
便
要
窮
孝
之
理
。
事

君
、
便
要
窮
忠
之
理
。
日
。
忠
興
孝
之
理
、
在
君
親
身
上
、
在
自
己

心
上
。
若
在
自
己
心
上
、
亦
只
是
窮
此
心
之
理
実
。
」

(
邸
)
「
反
覆
議
示
、
多
荷
不
都
。
然
終
輿
程
朱
向
学
問
、
大
段
相
反
。
異

同
之
論
、
非
立
談
之
問
所
能
究
也
。
請
別
有
所
問
。
」

(
削
)
朱
喜
一
『
大
島
了
章
句
』
序
「
蓋
白
天
降
生
民
、
則
鼠
莫
不
輿
之
以
仁

義
穫
智
之
性
失
。
然
主
(
気
質
之
裏
、
或
不
能
斉
。
是
以
不
能
皆
有
以

知
其
性
之
所
有
而
全
之
也
。
」

(
邸
)
羅
欽
順
『
困
知
記
』
巻
上
、
五
侠
「
稗
氏
之
明
心
見
性
、
尚
一
八
吾
儒

之
蓋
心
知
性
、
相
似
而
賓
不
向
。
:
・
・
程
氏
之
向
学
、
大
抵
有
見
於
心
、

無
見
於
性
。
」
『
同
知
記
」
附
録
「
答
允
恕
弟
」
己
丑
夏
「
心
性
之
排

既
明
、
則
象
山
之
町
学
術
、
居
然
可
見
。
:
:
・
象
山
之
阜
、
五
口
見
得
八
刀

明
H

疋
樟
。
:
:
:
以
余
観
之
、
悌
氏
有
見
於
心
、
無
見
於
性
。
象
山
亦

然。」

(
別
)
「
惇
習
録
」
虫
色
中
「
答
刷
這
通
書
」
第
四
節
「
若
不
就
白
己
良
知

上
回
且
(
切
際
認
、
如
以
無
星
之
稀
而
権
軽
重
、
未
開
之
鏡
而
照
耕
搬
、

:
:
自
己
良
知
原
輿
聖
人
一
般
。
若
髄
一
認
得
自
己
良
知
明
白
、
即
聖

人
気
象
不
在
聖
人
而
在
我
失
。
」

(
閉
山
)
『
惇
羽
田
録
』
巻
中
「
答
羅
整
庵
少
宰
書
」
「
夫
皐
貴
得
之
心
。
求

之
於
心
而
非
也
、
難
其
一
百
之
出
於
孔
子
、
不
敢
以
翁
日
正
也
、
而
況
其

未
及
孔
子
者
乎
。
求
之
於
心
而
是
也
、
難
其
二
百
之
町
於
庸
常
、
不
敢

以
潟
非
也
、
而
、
記
其
山
於
孔
子
乎
o
」

(
鵬
)
「
停
習
録
」
巻
下
、
七
係
「
在
由
民
輿
子
中
謙
之
同
侍
。
先
生
日
。
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人
胸
中
各
有
箇
聖
人
、
日
ハ
自
信
不
及
、
都
白
埋
倒

f
o
因
顧
子
中
日
。

爾
胸
中
原
是
聖
人
。
子
中
起
不
敢
賞
。
先
生
日
。
此
是
爾
自
家
有
的
、

如
何
要
推
o
」
『
惇
習
録
』
巻
ド
、
一
一
一
一
候
「
我
今
信
得
一
一
逗
良
知
員

是
員
非
、
信
子
行
去
。
更
不
著
些
一
覆
蔵
。
我
今
緯
倣
得
箇
狂
者
的
胸

次
。
使
天
下
之
人
都
説
我
行
不
掩
言
、
也
罷
o
」

(
削
)
黄
斡
『
勉
斎
集
」
巻
三
十
六
「
朱
先
生
行
賦
」
「
先
生
姓
朱
氏
、

詳
喜
一
、
字
仲
晦
。
:
:
:
肖
意
粛
先
生
得
中
原
文
献
之
停
、
開
河
洛
之

監
字
、
推
明
聖
賢
遺
意
。
」
4

阜
市
周
は
朱
烹
の
父
朱
松
。

(
山
)
以
下
の
う
ち
②
に
関
し
て
は
夫
馬
進
前
掲
「
寓
暦
二
年
朝
鮮
使
節

の
「
中
華
」
図
批
判
」
、
③
④
⑤
に
関
し
て
は
李
能
和
「
朝
鮮
儒
界

之
陽
明
率
汲
」
「
朝
鮮
儒
者
奥
明
人
論
的
学
術
此
主
程
朱
彼
主
陸
王
」

(
匁
円

E
m晶
子
叢
』
第
二
十
五
競
、
一
九
三
六
年
)
、
手
南
漠
『
朝
鮮
時

代
陽
明
白
学
研
究
』
頁
一
八
一

l
会
九
四
(
集
文
堂
、

年
)
参
照
。

(
凹
)
金
世
弼
『
十
清
軒
集
』
者
二
「
又
和
一
前
粛
」
「
紫
陽
人
去
斯
文
喪
、

誰
把
危
微
考
奮
問
。
皐
踏
象
山
多
病
慮
、
要
君
評
話
復
云
云
」
(
影

印
標
慰
韓
園
文
集
叢
刊
、
第
一
八
加
)
こ
の
詩
は
一
五
一
一
一
年
の
執

筆
で
あ
り
、
朝
鮮
に
お
け
る
『
停
習
録
」
初
停
を
示
す
資
料
と
さ
れ

て
い
る
。
呉
鐘
、
逸
「
陽
明
惇
羽
田
録
惇
来
考
」
(
『
折
口
息
ナ
研
究
』
第
五
輯
、

高
麗
大
向
晶
子
校
哲
良
子
合
同
、
一
九
七
八
年
)

0

(
凹
)
前
註
呉
鏡
逸
論
文
参
照
。

(m)

「
退
渓
集
』
「
年
譜
」
巻
二
、
常
該
年
僚
(
影
印
標
貼
韓
園
文
集

叢
刊
、
第
ゴ
二
冊
)

0

(
山
)
一
志
祉
、
一
九
八
一
年
。

九
)¥ 
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well. The reports of Joseon embassies on their return noted continual delays due 

to clerical difficulties in the office charged with the printing, but the Songjolsa en

voy Nam Hyo-ui l¥I ~ ~ was able to view a portion of the Huidian due to the 

goodwill of preface staff in the 10th month of the 28th year of the reign of Chung

jong. It is certain that it was the preface staff that cooperated with the Joseon 

embassy, but in addition there is a list of bribes used by Nam Hyo-ui to collect in

formation, and he also returned with letters from officials of the Grand Secretariat 

demanding gifts. This can be seen as an example of the bribery-plagued gov

ernment of the Jiajing era of the Ming dynasty. Thereafter, the Joseon gov

ernment persistently strove to influence the revision of the royal lineage through 

unofficial negotiations and gifts of bribes to officials of the Ming government. 

YUN GEUN-SU AND LU GUANGZU: ARGUMENTS BETWEEN 

CHINESE AND KOREAN INTELLECTUALS 

IN THE ZHU-LU DISPUTATIONS 

NAKA Sumio 

Yun Geun-su :tttJr;.;; was involved in arguments with Lu Guangzu ~.i7tfflil. over 

the differences between the Zhu and Lu *Ili (or Zhu and Wang *::E) schools in 

the 21th year of the Myeong-jong fj)j* era Oiajing &j/J!r 45 or 1566) during his 

mission to Eeijing as Eu-yeon envoy 711~1~. The contents of the arguments are 

recorded in the "Zhu-Lu ron-nan" *~.iiliiBft chapter of the Ueol-jeong jip Ji H~. 
Yun Geun-su argued from a position firmly grounded in the school of Zhuxi and 

criticized the Lu-Wang school. In contrast, Lu Guangzu took the opposite side, 

affirming the Lu-Wang school and criticized the school of Zhuxi. During the reign 

of Seon-jo '§:ffI1i in the period between the Japanese invasions of the 1m-sin oae

ran =f:J.OC1~~L and Jeong-yu jae-ran Tg§W~L, there were some who came from 

China to Joseon and who had been involved in Zhu-Lu or Zhu-Wang disputations, 

and there were also those who gone to China from Joseon as Eu-yeon envoys who 

had participated in similar disputes with those from the Chinese side. They in

cluded (1) Yu Seong-ryo t»p JIlt ~, who was the Seo-sang goan 'It)jj\ 1lr (official 

secretary) of the Seong-jeol sa ~ffrH~ embassy of the second year of the reign of 

Seon-jo (1569), (2) Heo-bong iff~, who was the Seo-sang goan of Seong-jeol sa 

embassy of seventh year of the reign of Seon-jo (1574), (3) Huang Hongxian wi# 
'f! and Wang Jingrnin ::E fi55c R who were emissaries in the 15th year of Seon-jo 



(1582), (4) Song Yingchang '*!¥. §§, who was Jingltie-Chaoxian *~ aIi§- !f1}J ~.'f: in the 

26th year of the reign of Seon-jo (1593), and (5) Yuan Huang j:t W who was 

Jingltie zanhua *~aIi§-Wi!= in the 26th year of the reign of Seon-jo (1593). In each of 

these cases a common pattern is visible: those from the Chinese side displayed 

their admiration of the school of Lu-Wang and those from the Joseon side had 

absolute faith in the school of Zhuxi and rejected Lu-Wang thought. 

In this respect, the "Zhu-Lu ron-nan" was exactly the same. However, the 

"Zhu-Lu ron-nan" recorded what was among the first disputations on the Zhu-Lu 

schools between the two countries, and it was also superior in terms of the quality 

and quantity of its contents. In addition, it was, along with the work of I-hoang '$ 
i~, one of the earliest critiques of the Lu Wang school in Joseon. Moreover, Lu 

Guangzu was a top official, who served as Minister of Ministry of Personnel ~ ff~ 

f,iJi!f, and although he was an important figure in the political history of the Ming, 

little light has been shed on the content of his thought. In his secondary collection 

known as the Lu Zhuang-gong yigao ~!i±Mi~j!f/i1i one sees fragmentary evidence 

that indicate a relationship with Buddhist thought and that of Wang Yangming, but 

the truth of his belief in the Yangming school is unclear. On the basis of the exis

tence of the Joseon source "Zhu-Lu ron-nan," it has become possible to elucidate 

the theoretical position of Lu Guanzu. For this reason also the value of the "Zhu

Lu ron-nan" is particularly high. 

HONG DAEYON'S JOURNEY TO BEIJING IN 1765 AND THE JOSE ON 

EMBASSY TO JAPAN OF 1764, FOCUSING ON THEIR EX

PERIENCES 

OF CHINESE AND JAPANESE PASSION 

FUMA Susumu 

The journey of Hong Daeyon ?#:k~ to Beijing in 1765 was of epoch-making 

significance in the scholarly and cultural relations between Joseon and Qing China. 

It was only thereafter that relations between intellectuals from the two countries, 

which had been sundered for 110 years, were revived. That which most shocked 

intellectuals of Joseon was problem of "the passions," which Hong Daeyon took up 

in his Ganjeondong pildam !f1Z:i~'HIPjJ.~3~, where he recorded his written exchanges 

with Chinese intellectuals. 

Hong Daeyon had sought a partner to debate the issue within Joseon, but he 
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